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日程第６ 議案第21号 令和４年度日南町介護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第７ 議案第22号 令和４年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）

日程第８ 議案第23号 令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第24号 令和４年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予算

（第１号）

日程第10 議案第25号 令和４年度日南町病院事業会計補正予算（第２号）

日程第11 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 町長施政方針説明

日程第４ 議案第19号 令和４年度日南町一般会計補正予算（第８号）

日程第５ 議案第20号 令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

日程第６ 議案第21号 令和４年度日南町介護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第７ 議案第22号 令和４年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）

日程第８ 議案第23号 令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第24号 令和４年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予算

（第１号）

日程第10 議案第25号 令和４年度日南町病院事業会計補正予算（第２号）

日程第11 一般質問

出席議員（10名）

１番 大 西 保君 ２番 岩  昭 男君

３番 櫃 田 洋 一君 ４番 久 代 安 敏君
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５番 近 藤 仁 志君 ６番 荒 木 博君

７番 古 都 勝 人君 ８番 岡 本 健 三君

９番 坪 倉 勝 幸君 10番 山 本 芳 昭君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 淺 田 雅 史君 書記 花 倉 順 也君

説明のため出席した者の職氏名

町長 中 村 英 明君 副町長 丸 山 悟君

教育長 青 戸 晶 彦君 総務課長 實 延 太 郎君

企画課長 島 山 圭 介君 建設課長 渡 邊 輝 紀君

住民課長 高 柴 博 昭君 農林課長 坂 本 文 彦君

福祉保健課長 出 口 真 理君 教育次長 段 塚 直 哉君

教育課長 三 上 浩 樹君 会計管理者 長 崎 み よ君

農業委員会事務局長  橋 裕 次君 病院事業管理者 中 曽 森 政君

病院事務部長 福 家 寿 樹君

議長挨拶

○議長（山本 芳昭君） おはようございます。

令和５年３月定例会の開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。

本日、令和５年第２回日南町議会定例会が招集されましたところ、議員全員の御出席

をいただき、厚くお礼を申し上げます。

昨年２月、ロシアがウクライナに侵攻して１年が過ぎましたが、いまだに収束のめど

は立っていません。停戦が実現し、一日も早く平和が訪れることを願ってやみません。

また、先月２月６日には、トルコ南部で大地震が発生しました。死者は、隣国シリアも

含め５万人以上と言われます。日南町議会も被災者への支援として、議員各位からお預

かりした義援金を、日本赤十字社を通じてお送りしましたが、一日も早い復興と犠牲に

なられた方々の御冥福をお祈りいたします。

さて、今期定例会は、議員任期最後の定例会であります。一般質問はもとより、新年

度予算につきましては、予算審査特別委員会の設置を予定をしておりますので、議員各

位の十分な審議をお願いいたしますとともに、執行部におかれましては議会運営に格別

の御協力をいただき、本町の発展のため充実した会議となりますようお願いいたします。
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午前９時２０分開会

○議長（山本 芳昭君） そういたしますと、ただいまの出席は１０名です。定足数に達

していますので、令和５年第２回日南町議会定例会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、タブレットの日程ファイルのとおりです。

タブレットの報告書ファイルをお開きください。

地方自治法第１２１条の規定により、本定例会に出席を求めた者は、１ページの報告

書のとおりです。

本町の監査委員から、令和５年２月２０日付をもって、地方自治法第２３５条の２の

規定による例月出納検査の結果について報告がありました。２ページから１２ページの

とおり報告します。

本日までに議長において決定した議員派遣の件については、１３ページの報告書のと

おりです。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（山本 芳昭君） 日程第１、会議録署名議員を指名します。

会議録署名議員は、日南町議会会議規則第１２５条の規定により、議長において、３

番、櫃田洋一議員、４番、久代安敏議員の２名を指名します。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（山本 芳昭君） 日程第２、会期の決定を議題とします。

今期定例会の会期は、さきに議会運営委員会に諮問し、答申を得ていますが、その会

期は、本日３月２日から３月２４日までの２３日間です。

お諮りします。今期定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日３月２日

から３月２４日までの２３日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日から３月２４日ま

での２３日間に決定しました。

つきましては、今期定例会の運営について格別の御協力をお願いします。

・ ・

日程第３ 町長施政方針説明

○議長（山本 芳昭君） タブレットの町長施政方針ファイルをお開きください。

日程第３、令和５年度町長施政方針について中村町長より説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 令和５年度町長施政方針。

初めにですが、令和５年日南町議会３月の定例会が開催され、令和５年度一般会計当
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初予算案をはじめとする諸議案を提案し、御審議いただくことに当たり、町政運営に取

り組む所信の一端と施策の大綱を御説明申し上げ、町民の皆様、議員各位の御理解と御

協力を心からお願いするものでございます。

私は、昨年１１月の日南町長選挙で当選させていただき、２期目の町政を預かること

となりました。多くの町民の皆様の御支援のたまものであり、大変光栄であります。改

めてこの重責を感じるとともに、全力で職責を全うするよう努力してまいります。

今、国内・国外の社会情勢は、新型コロナウイルス感染症対応から３年、ロシアによ

るウクライナ侵攻から１年、脱炭素社会への取組、デジタルの活用、エネルギー・物価

高騰など、未曽有の状況にあります。また、深刻さを増しております少子化、高齢化と

これらに起因する人手不足、各種の自給率の不足、賃金が上がらない国内の雇用情勢な

ど幾つも上げられます。さらには地方での人口減少対策など、どれを取っても大きな課

題であります。

こうした中ではありますが、私たちは試行錯誤しながら地方創生に挑戦し、努力して

きました。しかしながら、東京の一極集中の歯止めには至っておりません。大事にした

いのは、もう駄目だと諦めないことであります。そして前を向き、挑戦し続けることで

あります。地方創生をなし続けるために、今回、共創と協働をテーマとした考え方を大

事にして進めていきます。今までもそうした地域の環境にはあるものの、より一層重視

していきたいというふうに思っております。

現代は、変動性、不確実性、複雑性、曖昧性、それぞれの頭文字からＶＵＣＡ（ブー

カ）の時代と言われております。先が読めない社会背景の中においても、人口減少によ

るサービス低下など将来起こり得る問題をしっかりと分析し、課題解決のためにはどう

あるべきか対策方針を定めて、様々な分野の方々の力を共有、拡大しながら、ない物ね

だりをせず、本町の資源を生かした経済や人づくり、基盤を築きたいと考えております。

こうした考え方を推進するための各種計画づくりや政策立案を推進してまいります。

１つ目として、国の予算と動きということでありますが、政府は２０２３年度予算案

を国会に提出し、議論の最中であります。その内容の概要を説明させていただきます。

一般会計の歳出総額は過去最大の１１４兆８１２億円を計上。特徴として、防衛費の

６兆２１９億円、社会保障費の３６兆８８９億円、いずれも過去最大であります。

地方交付税の交付金が１６兆９９２億円、国債費が２５兆５０３億円は、それぞれ

増額。予備費は５兆円。歳入では税収の伸びはあるものの、３５兆２３０億円は新た

に国債を発行しての対応であります。この中で自治体関連予算の特徴は、デジタル化に

つきまして５００億円の増額。グリーン化、新しく脱炭素化推進事業債の創設もありま

す。物価対策として７００億円の増額。物価・エネルギー高騰に伴う単価アップ支援。

防災・安全・安心においては、緊急防災・減災事業債の内容拡充が主な変更点でありま

す。そして、少子化対策を強力に進めるために、こども家庭庁の設置と児童手当の増額

などの検討が進められております。こうした内容を踏まえ、活用を視野に入れながら政
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策を進めてまいります。

新型コロナウイルス感染症の動きにつきましては、政府は５月８日からの感染症法上

の分類を５類感染症に位置づけると決定しました。季節性インフルエンザと同じ分類に

して、平時の社会経済活動に戻れるよう対策の大幅な緩和に踏み切るようになります。

具体策は今後明らかにされてきますけれども、自己判断がより求められることとなりま

す。特に医療や介護施設などクラスターになりやすい職場や第八波の死亡率の高さなど

の背景を踏まえて考えますと、基礎疾患のある方はより注意が必要であります。ワクチ

ン接種など医療体制の確保はより厳格に求められると考えます。さらなる変異株の発生

への備えなど、費用面での国の負担継続は強く望みます。

また、防衛費の増額に対する財源確保につきましては、歳出改革のほか、法人・所得

・たばこの３税を対象とした増税で確保する方針であります。エネルギーや物価高騰の

中で地方に責任を転嫁せず、しっかりとした対策を講じていただきたいというふうに思

っております。

２つ目、令和５年度予算編成でございます。こうした厳しい国内の社会情勢の中、人

の流れなど未来に向けた変化が大きく表れています。予算編成に当たりましては、この

変化を的確に捉え、地域の元気と意欲を取り戻し、疲弊した経済を立て直し、そして将

来希望の持てる町となるための予算にしようという目的で、次の７つの方針を指示して

進めてまいりました。１つ目は、町民の安心安全。町民の生命・健康と暮らしを守るこ

とを最優先に。２つ目は、地方創生とＳＤＧｓの推進に向けた取組。第６次総合計画は

ＳＤＧｓに掲げる１７の目標を各基本計画に当て、持続可能なまちづくりの推進を図り

ます。３つ目は、日南町ＤＸの推進として情報化推進計画を進め、業務の効率化と生産

性の向上、町民生活の利便性向上を図ることであります。４つ目は、グリーン社会の実

現に向けた取組としてグリーンドリーム計画の推進を図り、公共施設等の維持管理につ

きましては、再生可能エネルギーの導入や転換について検討をすること。５つ目は、財

源の確保。６つ目は、よりよい行政サービスの提供。７つ目は、社会情勢とニーズに対

応した事務事業の再編であります。

長期的な継続施策や計画づくりになるものもありますけれども、これらの方針を踏ま

え、令和５年度の予算規模は、一般会計ですが、６９億９１０万０００円となり、

前年度比で１億８８１万０００円、 ９％の増加となりました。国民健康保険特別

会計などの特別会計予算総額は３６億７０７万０００円、 ４％の増。病院会計等

の企業会計は総額で１９億５２９万０００円、 ５％の増。また、令和５年度から

２年間、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計を設置いたします。鳥

取県西部の７町村によります持ち回りの事業でありまして、本町が事務局となるためで

あります。

３つ目、町政運営の基本方針でございます。町政運営の柱は、引き続き地方創生を推

進することであります。そのためには、様々な分野の深掘りや新たな価値観を加えるな
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ど、連携の考え方が大切で、様々な分野の方々と共創をし、協働で実践していくことが

重要であります。日本では、年間ですが、およそ７０万人の人口減少が進んでおります。

これは毎年鳥取県民がいなくなっていく程度の規模であります。その中で東京一極集中

の流れは続いております。地方へ若い人に来てもらい、同時に住んでいる私たちが豊か

さや幸せを感じるため、この課題解決策として、地方が持っております基幹産業を伸ば

し、付加価値をつくっていくことがその一つと考えております。また、それを所得向上

につなげたいと考えております。そのためには、デジタル技術の活用や脱炭素化の推進、

住まいづくりなど、様々な分野の横展開が重要となります。

引き続き「産業振興＝しごと」、「町民が安心して暮らせる健康なまちづくり＝ま

ち」、「心豊かに生きる協働のまちづくり＝ひと」を町政の柱として進め、次世代につ

なげてまいります。

その中の１つの産業振興ですが、しごとでございます。食料・エネルギー・飼料・肥

料等の物価高騰が続き、生活に厳しい影響が出続けています。生活のみならず事業もこ

のままでは継続できない状況も発生しております。本町の基幹産業であります第一次産

業の継続には、これまでも課題である所得向上が必要であります。そうでなければ次の

後継者につながらないからであります。相対取引が高まる中ではありますが、生産者が

自分で値段をつけ適正価格で売っていくことが必要であります。そのためには消費者の

皆様にも理解をしていただくことも大事であります。そうしなければ、これまでの推移

から予測すれば２０年後には農業従事者がいなくなるぐらいのペースだからであります。

日南町の食料自給率は２９６％です。将来への期待感を含めて本町の生産力がより発揮

できるように、仕事環境をつくり上げてまいります。そのため、引き続きスマート農業

の推進や土地改良の基盤整備を図ってまいります。

さらには、みどりの食料システム戦略の推進を国や県と連携し具体的に進めるよう、

推進体制、組織づくりを行い、農業の在り方を検討してまいります。また、地域におけ

ます現状と課題を踏まえ、将来の農地利用を明確にした地域計画の策定について、農業

委員会を中心に関係機関と連携し推進してまいります。

飼料や肥料などの高騰により、ますます経営が厳しくなっています。こうした状況を

踏まえ、営農組合の法人化や畜産業者との飼料用作物等の栽培連携、有機農法、無農薬

栽培などにより付加価値を加えていくことなど、将来に向けた検討を行う時期と考えて

おります。

先日、「第１９回お米日本一コンテストｉｎしずおか」で最高金賞を受けた株式会社

米風土鳥取の皆さんからの受賞の報告がありました。「ゆうだい２１」という品種で、

無農薬・無化学肥料で作られたお米であります。私には聞き慣れない品種でしたが、こ

のコンテストの最終審査に進まれた中ではかなりの数を占めておりました。新たなこと

に挑戦し、評価を受けられた実績が今後町内の皆さんに広がっていくことを期待してお

ります。
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担い手づくりに関してですが、この春には新規に４人の研修生を採用予定です。卒業

生はお二人で、１人は農産加工を中心に、もう１人は町内の農業法人に就職される予定

であります。昨年度から継続の方を合わせると８人になります。より充実した指導体制

や研修内容の向上を図り、人材確保の一助になるよう努めてまいります。

林業の分野ですが、引き続き林業アカデミーの運営に注力するとともに、林業部門の

課題解決のための広域的連携を模索していきます。隣接する新見市や林業の盛んな真庭

市などとも課題共有し、それぞれが持つ力を生かして共創・協働していきます。日南町

が持つ強みの一つとして、人材育成が上げられます。さらなる拡大、好循環につなげる

ため、研修科８人、専修科１２人、合わせて２０人の定員になるよう見直しをします。

また、日野郡内の方々にも声かけしながら林業の発展に貢献できるよう、体制や仕組み

づくりに努力してまいります。新年度の採用予定者ですが、１０名であり、そのうち新

卒者は３人、地域別には関東地方や中国地方が多く、県内では４人であります。研修生

のほうはお二人であります。現時点ではこの春の卒業生のうちお二人が町内での就職予

定でありまして、鳥取県内就職では８人という人数の予定であります。

商工業においても、新型コロナウイルスの感染拡大の長期化、世界情勢による物価高

騰などにより、飲食業、小売業、運送業など様々な業種において売上げなどに大きな影

響を受けております。必要なタイミングに必要な支援ができるよう引き続き商工会、町

内事業者の皆さんと連携しながら事業継続を後押ししていきたいと考えております。ま

た、チャレンジ起業地域おこし協力隊も引き続き募集し、町外から日南町で起業を目指

す人材を積極的に募集してまいります。

主な新規事業でございますが、日南町の畜産センター用地購入費６５５万円、堆肥

センターの休憩室の新設工事に６０５万円、物価高騰対策として、ゆうきまんまん構想

の堆肥助成を拡充し５８７万０００円、大型合宿需要に対応するため日南邑のみどり

の館改修費が３１５万０００円を計上しております。また、林業部門におきまして

は、日南町の森林組合事務所の新築工事が予定されており、その補助金として５００

万円、素材生産時の労働災害防止のための講習会補助３０万円、作業道を修繕し災害発

生防止を図るため００１万０００円を計上しております。

２つ目の項目として町民が安心して暮らせる健康なまちづくりということで、まちで

ございますが、町民の皆さんがそれぞれのライフステージにおきまして、安心して暮ら

せる生活環境を整えるため、その体制づくりを進めてまいります。

まず、新型コロナウイルス感染症でございますが、さきに申し上げましたとおり、第

５類感染症となる予定です。その対策について、費用面や医療体制の充実は今後も国の

主導で実施し、より安全な生活環境になるよう努めていただきたいと思います。特に基

礎疾患のある方の死亡事例が多くあり、ワクチン接種による重症化リスクの軽減ととも

に、実効性のある治療薬が求められます。マスクの着用も、場面による区分は必要であ

ります。個人の判断に委ねられてはいるものの、当分の間は推奨を継続していくことが
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望ましいのではないかと個人的には思います。

医療についてですが、日南病院は６０周年を迎え、施設も建築から約５０年が経過し

ております。特に設備をはじめとして改修工事が続いており、改築または新築等を検討

する時期が到来しております。あわせて制度の変更や地域医療計画の見直し、人口減少

によります医療体制の見直しなど、全般にわたっての再構築をする時期と考え、新年度

よりその検討チームを立ち上げて、計画推進を図っていきます。

また、引き続き保健・医療・福祉・介護連携を進め、地域包括ケアの充実に努めてま

いります。新年度は介護保険の計画と老人保健計画の見直し、介護・医療報酬改定の時

期でもあります。サービス内容をはじめとして、地域課題の検証とサービス向上に向け

ての計画づくりに努めてまいります。

検診の受診率向上についてでございますが、令和４年度から重点地区を設定し、案内

通知送付のみならず、保健師等によります電話や家庭訪問活動を行っております。大宮

地域では訪問時に予約を決定するなど、対象者の約６１％という結果につながっており

ますので、新年度も引き続き実施することで、検診受診率を向上させるとともに、精密

検査の必要な方に対して再受診の働きかけを行い、疾病等の早期発見と早期治療につな

げていきます。

各地域におきましては、百歳体操に取り組んでいただいております。新型コロナウイ

ルス感染症の影響で一時休止した期間はありましたけれども、取組を継続していただき

たいと思っております。また、健康なまちづくりに関する取組について、表彰をしてい

ただいておりますので、ここで紹介をさせていただきます。日南町食育推進協議会の

「にちなんの邑の味」の冊子でありますが、この発行と推進活動につきまして、中国四

国農政局から表彰を受けておられます。また、地域づくりの活動功労として、阿毘縁特

産品グループの皆さんが鳥取県の知事表彰を受けられました。さらに、食のみやこ表彰

として松尾農園さん、日南トマト加工株式会社さんが受賞されました。生きがいやコミ

ュニケーションづくり、伝承等の活動は、大いに表彰に値するものと思います。さらに

は、ＪＡ鳥取西部女性会日南支部生産部の皆さんが、学校給食におきまして給食センタ

ー開設以来、食材の提供と地産地消の推進に尽力されたこととして、鳥取県教育委員会

のほうからの表彰を受けておられます。皆さんのこれまでの活動に敬意を表するととも

に、今後ますますの御活躍を期待しております。

昨年から、宝谷地域の女性の皆さんが野菜販売を始められました。地域の皆さんや近

隣の皆さんに好評で、多くの方が購入されているとお聞きしております。旬の新鮮な野

菜を増やし、力を合わせて長く続けていただくことを期待しております。また、白谷フ

ァームさんでは女性を中心に、一昨年からでありますが、トマト作りに挑戦をされてお

られます。このように食に関して各地域や団体による取組が広がっており、継続・拡大

・継承に期待しております。

さて、昨年から議論してまいりました地域活動支援交付金の効果については、コロナ
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禍ではありますが、各地域で集まりを継続していただくなど一定の成果があったと思っ

ております。また、検討事項でありました地域の集会所支援につきましては、１集会所

当たり年間２万０００円を交付することとしております。アフターコロナにおいては、

より活動を拡大していただき、地域力をさらに高めていただくことを期待しております。

デジタルの推進に当たりましては、懸案事項であります携帯電話の不感地域解消につ

きまして、昨年アンケート調査を行いました。対象地域が多く、まずはいずれの携帯電

話会社の電波も入らない地域を優先し、年次的に解消を進めてまいります。ただし、携

帯電話会社からの手挙げが必要となる事業ですので、各社としっかりと今後も交渉して

まいりたいと思っております。

令和５年度は生山駅、令和６年度は上石見の駅がそれぞれ開業１００周年となります。

日南町らしいイベントとなるよう関係者と協議をしてまいりたいと思っております。

現在、グリーンドリーム計画の策定を進めており、関係者の皆様に大変お世話になっ

ております。策定後はこの計画を目標年度に向けて推進していきます。政策的な内容に

つきましては具体策を順次制度化し、着実な展開を図ってまいりたいと思っております。

国土調査事業でありますが、進捗率ですが、令和４年度末が３８％、令和５年度末に

は４０％を見込んでおり、引き続き推進してまいりたいと思っております。

主な新規事業でございますが、消防ポンプ自動車購入に１８０万円、携帯電話等エ

リア整備事業に６００万円、清掃センター改修工事関連に４２８万０００円、ご

み収集のパッカー車購入に００４万０００円、霞地区・菅沢地区の治山事業に５

８０万円、河川工事に０５０万円、道路改良工事の関連としまして２億３６０万円、

除雪機械の購入に６５０万円、にちなん認定こども園と文化センターイベント広場の

芝生化事業に０７６万０００円を計上しています。

３つ目に、心豊かに生きる協働のまちづくり（ひと）でありますが、職員の働き方改

革の一端として、部活動の地域移行の動きがあります。それに関しまして、令和４年度

は日南中学校のソフトテニス部と陸上部に部活動指導員を配置し、指導体制の強化や教

員の負担軽減を図りました。新年度におきましては、バレー部・卓球部・吹奏楽部を加

え、全ての部活動に部活動指導員を配置するとともに、部活動の地域移行に関する協議

会を立ち上げて、取組を進めてまいります。町内あるいは町外の人材も含めて配置でき

るよう尽力してまいります。また、子供たちの挑戦意欲や英語力向上を図るため、従来

行ってきました全ての中学生に対する年１回の英検受検料の補助に加えまして、受検を

希望する町内の小学校、中学校、高校生にも拡大し、英検受検の機会を増やすよう支援

していきます。

また、小・中学校ではオンラインによります交流授業を行っております。モンゴルの

ゾーンモド市やアメリカのシアトル、国内では隠岐の島の学校と双方の研究発表も行っ

ております。こうした機会を通じて視野を広げ、能力向上につながることを期待してお

ります。さらに、家庭教育推進支援チームを発足し、拠点整備を図るなど家庭教育の啓
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発に努めてまいります。

次に、地域おこし協力隊についてであります。農業研修生を含めて、令和４年度は町

内で８人活躍いただいております。そして令和５年度には現在の隊員を含めて２２人の

採用をしたいと思っており、新規の隊員は１４人を見込んでおります。この中には、新

たにインターン型地域おこし協力隊員を予定しております。２週間から３か月間、町内

の事業所で体験をしてもらう仕組みでございます。現地を見て町を知ってもらうことに

よりまして、理想と現実のギャップによるミスマッチを抑制し、本人がより具体的なイ

メージを持つことができた段階での採用を考えており、３人の予算を計上しております。

地域や事業者等との連携もありますので、積極的な周知を行い、受け手側とのマッチン

グを進めてまいります。

山里Ｌｏａｄにちなんが発足してから１年が経過しようとしております。理事長を中

心に組織体制は整いつつあります。観光振興につきましては、コロナ禍が続く中ではあ

りましたけれども、予防策を講じながら蛍のイベントやイチョウのイベント等を実施し

てまいりました。移住定住分野につきましては、相談件数や空き家の登録件数など増加

しておりますが、契約件数１０件という状況であり、引き続き尽力してまいります。

また、令和４年度から新たに始めました、空き家の借り上げ改修１件を生山地内で実

施し、今後入居者を募集いたします。令和５年度では２件を予定し、地域おこし協力隊

として起業を目指す移住者の増加につなげていきます。こうした移住される皆さんや町

内の若者の住まい環境、生活環境など、暮らしの充実が求められておりますので、今後

はこうした課題解決に向け、芝生化への取組や中心地域整備計画を通して住みやすいま

ちづくりを推進し、転入の拡大と転出抑制につなげてまいりたいと思っております。

次に、たったもカードの発行から１年が経過しました。この間、町民の皆様、事業者

の皆様には大変お世話になり、多くの利用実績が上がっております。精査はこれからで

はございますが、利用額は１月末の時点で電子マネー、各種ポイント合わせまして約３

億０００万円でありました。町では、行政ポイントの付与やコロナ・経済対策支援の

スペシャルポイント交付、たったもカードでのマイナポイントの受け取りなど、業務効

率や住民サービスにも効果が上がっております。今後も様々な活用を検討し、地域内経

済の循環とデジタル化による利便性の向上を進めてまいります。

主な新規事業としてではありますが、日南町チャレンジ起業地域おこし協力隊やイン

ターン型地域おこし協力隊関連に６１６万円、家庭教育推進支援事業に２７０万０

００円、外国語教育推進事業英検補助に１５万０００円、部活動指導員費用に２６２

万０００円を計上しております。

結びに、環境省が昨年４月に公表しました日南町の地域経済循環分析、２０１８年度

版ではございますが、それによりますと付加価値が多い産業は建設業で、雇用者所得へ

の分配が最も大きいのは第三次産業。地域外から所得を稼いでいる産業は、農業・林業

・その他の製造業となっております。日南町の夜間人口１人当たりの所得ですが、６８
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４万円であります。この金額は、国や県からの補助金や交付税を加えたものであります

が、全国平均と比較して高い水準になっております。しかし、雇用者所得や消費額は県

平均を上回っているものの、全国平均や人口同規模地域よりも低くなっております。こ

うした分析を参考にしながら、これからの地域内所得の向上につなげていきたいという

ふうに思っております。

昨年のこの頃は、新型コロナウイルス感染症の第六波の状況でありました。現在は第

八波となり、感染者の数も減少してきており、この春には感染症法上の位置づけも変更

されるとのことですが、今後も感染の波は起こってくると思われます。町民の皆さんに

は、引き続きワクチン接種や感染予防の対策に御留意いただき、できれば今月中のワク

チン接種を前向きに御検討いただきたいと思っております。

令和５年度は、日南病院施設基本構想や中心地域整備計画など、整備計画検討をスタ

ートさせる年になります。住民の皆様、議会の皆様からも本町の将来を見据えた様々な

御意見を頂戴しながら、計画策定を行ってまいりたいと思っております。

今年はうさぎ年であります。月のウサギは臼ときねを持って餅つきをしている様子を

想像しますけれども、平安末期の今昔物語の中には、不老不死の薬を作っているという

話があります。これからの日南町にとっての不老不死の薬とは何でしょうか。令和２年

度に社会動態人口はプラスになりました。日南町にはその薬となり得る種があるように

思います。この不老不死の妙薬づくりと、地方創生の達成に向けて共創と協働で進んで

いき、持続可能な町にしていきましょう。

国内では、重工業化からデジタル化、脱炭素、ＳＤＧｓ社会、人への投資へと大きく

変化する転換期であります。今後も限られた財源の中で、厳しいやりくりの時代が続き

ます。こうした中でもしっかりと将来につなぐ、持続可能なまちづくりを念頭に推進し

てまいります。

新年度が、少しでも明るい未来が見える年となるように、町民の皆様の生活に希望が

見える年になるように全力で頑張ることをお約束して、令和５年度に当たっての施政方

針とさせていただきます。

以上であります。御清聴ありがとうございました。

・ ・

日程第４ 議案第１９号 から 日程第１０ 議案第２５号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの令和４年度補正予算書ファイルをお開きください。

日程第４、議案第１９号、令和４年度日南町一般会計補正予算（第８号）、日程第５、

議案第２０号、令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）、日程第６、

議案第２１号、令和４年度日南町介護保険特別会計補正予算（第２号）、日程第７、議

案第２２号、令和４年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）、日程第

８、議案第２３号、令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）、日

程第９、議案第２４号、令和４年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予
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算（第１号）、日程第１０、議案第２５号、令和４年度日南町病院事業会計補正予算

（第２号）、以上、令和４年度補正予算関係７議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１９号、令和４年度日南町一般会計補正予算（第８号）

であります。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億８１５万０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７０億７３２万０００円とするものでございま

す。

第２条ですが、繰越明許費ということで、地方自治法第２１３条第１項の規定により

ます翌年度に繰越しをして使用することができる経費につきましては、第２表にありま

す繰越明許費補正によるものであります。

また、第３条では地方債の変更につきましては、第３表であります地方債補正を御覧

いただければと思います。

主な補正の内容でございます。最初に歳入ですが、地方譲与税１７９万円の増。国あ

るいは県からの通知、あるいは最終見込みの精査によります増額でございます。

地方交付税ですが、４億２２５万０００円の増。普通交付税を増額するものでご

ざいます。現在までの実交付額でございますが、２９億４４３万０００円から既予

算であります計上額の２５億を差し引いた、内部留保分の４億４４３万０００円の

うち、今回財政調整基金の繰入金を全額減額させていただき、さらに不足する額の合計

４億２２５万０００円を増額計上するものでございます。

なお、残りの留保分であります２１８万０００円につきましては、今後特別交付

税の最終確定額と合わせまして、最終日のほうに追加補正予算として上程をさせていた

だきたいというふうに思っております。

国庫支出金ですが、マイナスの６４２万０００円。対象の事業費の歳出額の精算

に伴う増額で、総額的には減額となります。

県の支出金ですが、マイナスの１８９万円。先ほどと同じように対象事業費の歳出

額の精査によります増減で、総額的には減額となる内容でございます。

財産収入ですが、３５９万０００円の増。基金の一括運用に伴います利子収入の増

額でございます。

寄附金ですが、マイナスの４００万円ちょうどです。ふるさと納税の寄附金の最終

見込額の精査によります減額であります。

繰入金ですが、マイナスの３億０９６万０００円のマイナスであります。基金の

繰入金の最終見込額の精査による減額であります。内容的には、わかもの定住促進基金

の繰入金がマイナスの１６０万円ちょうど。２つ目が、財政調整基金の繰入金のマイナ

スの３億９３６万０００円の減です。先ほど申し上げましたように普通交付税の増
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額に伴う皆減をさせていただく内容でございます。

町債ですが、マイナスの１億４３０万円。対象事業の歳出額の精査による減額の内容

でございます。

歳出のほうでございますが、最初に、総務費、一般管理事務ですが、マイナスの２

９９万０００円。主に職員の人件費、あるいはふるさと納税の最終見込額の精査によ

る減額です。基金管理事務ですが、３１７万０００円の増。基金の一括運用に伴いま

す利子収入の増額分を積み立てる内容でございます。住民参画まちづくり事業でござい

ますが、マイナスが９２３万０００円。まちづくり交付金のほか各種補助金の最終見

込額の精査による減額でございます。次に、公共交通確保総合対策事業にマイナスの８

２１万円。公共交通に係りますバスの車両購入費等の最終の実績によります減額であり

ます。タウンズネット管理運営事務でマイナスの５８７万円です。ＨＦＣの同軸のケ

ーブルの撤去工事がありますが、それの最終実績によります減額でございます。

続きまして、民生費に移ります。民生一般管理事務ということで、福祉保健課の管轄

の内容ですが、マイナスの９６８万０００円。主に職員の人件費及び電気・ガス・食

料品等の価格高騰緊急支援給付金の給付事業の最終見込みによります精査によります減

額でございます。介護保険事業ですが、７２８万０００円の増。介護保険の特別会

計及び介護サービス事業特別会計への繰出金の最終の見込額の精査によります増額でご

ざいます。認定こども園管理運営事務ですが、マイナスの８０３万０００円。主に職

員の人件費及び研修旅費、あるいは施設の消毒の委託料等の最終見込額の精査によりま

す減額でございます。

次に、衛生費でございますが、予防衛生一般事業として０７３万円の増でございま

す。令和２年度の繰越分及び令和３年度の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事

業の額の確定に伴います、国庫の返還金を計上する内容でございます。次に、じんかい

処理事業ですが、９８６万０００円の増。西部広域行政管理組合負担金の最終精査に

よります増額でございます。病院運営事業ですが、マイナスですが５３０万０００

円。病院事業会計への負担金の最終見込みによります減額でございます。

次に、農林水産業費ですが、２１世紀水田農業確立対策事業としまして、マイナスの

０５５万円でございます。がんばる農家プランの事業でありますとか、意欲ある農業

者支援事業などの最終見込みの精査による減額でございます。多面的機能等支払事業で

すが、マイナスの４５０万円。多面的機能交付金でありますとか、環境保全型直接支

払いなど最終見込みの精査による減額でございます。国土調査事業ですが、２４９万

０００円の増でございます。国のほうの補正財源によりまして、地籍調査の事業費を

増額して推進する内容でございます。森林保全総合対策事業ですが、１９８万円の増

でございます。ナラ枯れの対策事業あるいは新植経費の補助金の実績見込みによります

減額、また令和３年度の環境譲与税についての事業充当残額を森林整備基金に積み立て

る内容でございます。林道新設改良事業でございますが、マイナスの５５２万円。国
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庫補助の配分不足に伴う事業工程の見直し及び事業実施精査の減額でございます。

次に、商工費ですが、企業支援対策事業ということで、マイナスですが９０６万０

００円でございます。チャレンジ企業補助金あるいは燃料費の高騰対策支援補助金など

の最終見込みの精査による内容でございます。

土木費ですが、道路維持管理事業として４１５万円の増。主に町道維持の工事であ

りますとか、除雪経費の最終見込みによります増額をお願いするものでございます。橋

梁維持管理事業ですが、マイナスの６９４万０００円ということで、国庫補助の配分

不足によります事業実施精査による減額でございます。河川総務一般管理事務というこ

とで、マイナスですが３５０万円ちょうどです。河床掘削の工事に係ります最終実績の

減額であります。

続きまして、消防費ですが、消防施設整備管理事業ということでマイナスの７１０万

円ちょうどでございます。可搬消防ポンプ購入事業及び西部広域の管理組合への負担金

等の最終精査による減額でございます。

続きまして教育費ですが、教育委員会事務局一般管理事務でマイナスの４７２万０

００円。職員の人件費の精査による減額でございます。生涯教育総合推進事業ですが、

マイナスの１１８万０００円ということで、婚姻奨励事業等各種補助金の最終精査に

よります減額でございます。

続きまして、災害復旧費ですが、耕地災害復旧事業にマイナスの４４７万０００円。

７月の豪雨災害の査定の確定によりまして、事業費を減額するものでございます。林道

災害復旧事業ですが、同じくマイナスですが７３３万０００円ということで、災害対

策事業費の最終実績による減額でございます。公共土木施設災害復旧事業、マイナスの

１５０万円ちょうどです。災害対象事業費がなかったことによります皆減をするもの

でございます。一般会計は以上でございます。

次に、議案第２０号、令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）で

ございます。

事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４８万０００円を追加しまし

て、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億２５０万０００円とする内容でご

ざいます。

主な補正です。歳入のほうですが、県支出金が４９８万０００円。特別調整交付金

の最終見込額によります増額であります。

繰入金ですが、マイナスですが２７２万０００円。職員の給与費等の一般会計繰入

金及び国保財政調整基金の繰入金の減額をする内容でございます。

繰越金ですが、１０万０００円ということで、前年度の繰越金を実額に合わせ増額

する内容でございます。

歳出のほうですが、国保事業一般管理事務ということでマイナス２６２万円。職員の

給与等の人件費の最終見込みの精査によります減額でございます。
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病院運営整備事業でございますが、６６２万０００円の増でございます。病院事業

会計への繰出金の最終見込みによります増額でございます。

特定健康診査等事務でございますが、マイナスの１６４万０００円でございます。

特定健康診査の実績見込みということの精査で減額を予定させていただいているもので

ございます。以上でございます。

続きまして、議案第２１号、令和４年度日南町介護保険特別会計補正予算（第２号）

でございます。

事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０６万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ９億１５４万０００円とする内容でございます。

主な補正の内容でございますが、まず歳入のほうです。保険料が７４１万０００

円の増。最終見込みの精査によります介護保険料の増額を見込ませていただいておりま

す。

国庫支出金ですが、０７２万０００円の増。同じく最終見込みの精査によりまし

て介護給付費負担金、調整交付金などの増額をお願いする内容としております。

支払い基金交付金ですが、マイナスの４２８万円ちょうどです。同じく最終見込み

の精査ということで、介護給付費交付金と地域支援事業交付金の減額の内容でございま

す。

県支出金ですが、マイナスの９９２万円です。同じく最終見込みということで、介護

給付費負担金のほうの減額を見込ませていただいているとこであります。

繰入金ですが、８５１万０００円。職員の給与費等の一般会計への繰入金の増額の

内容です。

繰越金ですが、９５０万０００円という増額でございます。実績によりまして前

年度繰越金の増額の内容でございます。

歳出でございますが、保険給付事務ということで、最初に居宅介護サービス給付費で

すが、４２６万０００円の増額でございます。給付費の最終見込みという内容でござ

います。同じく保険給付事務の中の施設介護サービス給付費ですが、４５５万００

０円の増でございます。最終見込みの精査によります増額を見込ませていただいており

ます。

次に、保険給付事務の中の居宅サービス計画給付費でございますが、３２１万００

０円の増でございます。最終見込みによります増額をお願いしとるものでございます。

保険給付事務の介護予防サービス給付費でございますが、１２２万０００円。同じく

最終見込みによります増額でございます。介護予防の普及啓発事業でございますが、マ

イナスの１７４万円。職員給与費の最終見込みの精査によります減額のほうを上げさせ

ていただいております。

続きまして、議案第２２号、令和４年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算

（第３号）でございます。

－１６－



歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４８７万０００円を減額しまして、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２００万０００円とする内容でございます。

主な内容ですが、補正内容ですが、歳入です。繰入金ですが、８７７万０００円

の増額を上げさせていただいております。日南福祉会の負担金の一部免除等があります

が、これに伴いまして一般会計からの繰入金の増額をお願いするものでございます。諸

収入ですが、マイナスの２８６万０００円。日南福祉会の負担金の一部免除に伴い

ます減額でございます。町債ですが、マイナスの４０万円ちょうど。対象事業費により

ます実績によります減額でございます。

歳出ですが、居宅介護事業ということでマイナスの３８万０００円。あかねの郷の

非常用発電設備改修工事によります実績によります減額でございます。居宅介護の支援

事業でございますが、マイナスですが４４９万０００円ということで、職員の人件費

の精査によります減額でございます。

続きまして、議案第２３号、令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）ですが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１８３万０００円を減額し

まして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３１３万０００円とする内容で

ございます。

主な補正の内容でございます。歳入ですが、繰入金がマイナスの２１２万０００円。

歳出の減額によります保険基盤安定繰入金及び事務費の繰入金の減額の内容であります。

繰越金ですが、２８万０００円ということで、前年度繰越金を実額に合わせて増額す

る内容です。

歳出ですが、後期高齢者医療広域連合納付金ですが、マイナスの１８３万０００円。

後期高齢者医療の広域連合への納付金の最終の見込みによります減額でございます。

続きまして、議案第２４号、令和４年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計

補正予算（第１号）でございます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２９３万０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９０７万０００円とする内容でございます。

主な補正内容ですが、歳入でございます。財産収入として０００円、基金の利子収

入によります増額です。繰入金ですが、１２９万０００円の増、売電収入の実績見込

額の減額に伴いまして、一般会計からの繰入金の増額をお願いするものでございます。

諸収入ですが、マイナスの７６０万円ちょうど。売電収入の最終見込額の精査によりま

す減額でございます。繰越金ですが、３３６万０００円ということで、前年度の繰越

金を実額に合わせ増額する内容でございます。

続きまして、歳出のほうですが、再生可能エネルギーの発電事業ということで、マイ

ナスの２９３万０００円でございます。導水路の改修工事を行いましたので、その工

事に関連しまして水田に影響が発生したということで、補償費等を支出する内容でござ

います。また、導水路の改修工事に伴いまして発電収入が減額となったため、基金の積
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立てを利子分のみするものでございます。

続きまして、議案第２５号、令和４年度日南町病院事業会計補正予算（第２号）でご

ざいます。内容的にですが、最初に収益的収支のところでございますが、病院の事業収

益として、予算総額が２００万円ちょうどです。これによりまして、１２億４２２

万０００円が予算総額になる予定でございます。

医業収益の内容でございますが、最初に入院収益です。コロナ感染患者の公費の負担

収入によります８７５万０００円を計上させていただいております。また、その他

の医業収益としてＰＣＲ検査の受託収益の増、公衆衛生活動の収益の増を４８３万０

００円を計上させていただいております。

次に、医業外の収益の中の補助金でございます。国庫の補助金としまして、国庫の補

助金特別交付金でございますが、６１６万０００円を計上して、県の補助金としてコ

ロナウイルス感染症入院病床確保事業費補助金ですが３８３万０００円と、鳥取県

の社会福祉施設等に係るＰＣＲ検査等の支援事業費補助金３９７万０００円を計上さ

せていただいております。補助金全体で申し上げますと３９７万０００円の計上と

なります。

次に、医業外収益の中の他会計の負担金です。令和３年のコロナ禍におけます３０％

増の特別措置による相対減がありましてということと、訪問看護の実績の実施要領の改

定による減額００８万円がありまして、差引き５５５万０００円のマイナスを計

上させていただいております。

病院事業費用のほうでございますが、予算額が２００万円の補正予算の内容でござ

いまして、合計では１２億４２２万０００円となる予算でございます。内容としま

しては、医業費用の経費としまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴いまし

て、試薬だとか医薬品等の購入金額の増ということで、薬品費を２００万円計上させ

ていただいております。

また、資本的収入でございますが、マイナスの７３万０００円を補正予算額としま

して、合計では０７５万０００円の予算となります。主な内容ですが、いわゆる購

入しました機器に対しまして国庫補助金を国保調整交付金の申請によりまして４６万

０００円の増額となりましたのでという内容と、また、対象事業費の減額によりまして、

企業債のほうを１２０万円減額するという内容でございます。

以上、補正予算関連の説明とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 私からは、先ほど説明いたしましたうち議案第１９号、令

和４年度日南町一般会計補正予算（第８号）について補足説明させていただきます。

補正予算書の第２条、繰越明許費につきましては、補正予算書ファイル６ページに一

覧表を掲載してございますが、詳細につきましては、別途タブレット資料、議案第１９

号資料、繰越明許費ファイルを御覧いただきたいと思います。一覧表でございますが、
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詳細の事業名、金額、負担行為の有無、契約日、または見込み日、完成予定日を記載し

てございます。それぞれ御確認いただきますようお願い申し上げます。総額では１７事

業で３億５４５万０００円でございます。

続きまして、補正予算書の第３条、地方債の補正でございます。補正予算書ファイル

７ページに掲載してございます。緊急防災・減災事業債から過疎地域持続的発展事業ま

で、起債６事業の限度額につきまして、事業実績に基づき減額させていただく内容とし

てございます。それぞれの内容につきましては、補正予算書並びに補正予算説明附属資

料にて御確認賜ればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

説明は以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） ここで暫時休憩といたします。再開を１０時４５分からといた

します。

午前１０時３４分休憩

午前１０時４５分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

これより各案に対する質疑を許します。

質疑は議案ごとに行います。

まず、議案第１９号、令和４年度日南町一般会計補正予算（第８号）から質疑を行い

ます。

初めに、歳入全体、繰越明許費、地方債についての質疑を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 歳入全般のことです。地方交付税が３３億２００万と

いうことに補正になってますけども、当初予算では２９億ぐらいの当初予算を組んでい

られましたけども、大体この近年、ずっと３３億から３５億、来年度は３５億の当初予

算を組んでいられますけども、そういう傾向にあると思いますが、最終日の３月２４日

にどのような形で補正予算を組まれるのか、町長、最終日のことも触れましたので、そ

のことについて考え方をお聞きしたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 先ほども御説明いたしましたが、現在、普通交付税の確定

額に基づき財政調整基金等を減額し、交付税を増額させていただきました。今後、内部

留保につきましては現在、繰り返しになりますが、２１８万０００円ございます。

それとは別に、今後、特別交付税の３月交付を予定してございます。しかしながら、そ

の額がまだ未確定の状況でございますが、財政サイドとしては約１億円程度見込んでい

るところでございます。それらを含めまして、最終精査を行い、場合によりましては積

み立てさせていただくのか、あるいは活用させていただくのか、その辺りも精査し、最

終日、上程させていただきたいと考えております。以上でございます。
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○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） できれば物価高騰対策などに予算を執行していただきた

いと、最終日に上程されるようですけども、意見として申し上げておきますけども、ど

うでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほどの施政方針の中にもその内容についてのお話を触れさせ

ていただいているというふうに思っておりますが、現時点では今までの経過の流れとし

て、国の地方創生の臨時交付金という形で財源を地方の自治体にいただいて、それぞれ

の自治体のどういうか、実情に応じてという話で交付をさせていただいた経過がありま

す。新年度、令和の５年度の国の予算については、厳格な話は一部の、どういいましょ

うか、生活困窮者というところの中の支援というのは予算化させていただいているとい

うふうに思っていますが、一般的なところについてはまだ国の明確な、国のサイドが明

確な話ではないというふうに思っていますが、予備費が御案内のように５兆円だったと

いうふうに思っていますが、そういった財源もありますので、うちのほうからは実情が

こういった厳しい背景にあるので、その辺は特別な配慮をしてほしいという要望はさせ

ていただいているというふうに思っています。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 第２表、繰越明許費の参考資料のほうですけれども、林

道維持管理事業、橋梁修繕工事ということで上がっておりますが、この一覧にあります

その他の事業につきましては、契約日または見込み日というのが今年の３月末までとな

っておりますけれども、この橋梁修繕工事につきましては、その日が令和５年９月とい

う日付が入っております。これについて、何か他の事業と違うかどうかということを確

認のほうをさせていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 林業の林道維持の関係ですけども、そちらにつきましては、

現在、測量設計のほうをしておりまして、工事がこれからということになりまして、新

年度に繰り越してから工事のほうを発注いたしますので、完了につきましては秋頃とい

うことで、終わりの時期として９月と……（発言する者あり）すみません、間違えまし

た。今、測量設計しておりまして、その状況なんですけども、この後にあの地区が新屋

地内ということもございまして、オオサンショウウオの調査というものが必要になって

きまして、そちらのことが追加でこの後、入ってきて、発注時期が９月頃でなければで

きないという予定をしておりまして、それで９月になって工事のほうを発注いたしまし

て、年度末まで工事の期間を持ちたいというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） この事業に対しましては、当初予算でその設計の委託料

も入っております。いわゆる現場というのもあるかとは思うんですけれども、実際の工
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事の設計、これにつきましては今、どのような状況なわけですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 設計につきましては発注しておりますので、その事業につ

きまして発注中というとこでございます。設計のほうは発注はしているんですけども、

その後に工事の内容を見まして、その地区でオオサンショウウオの調査というものが工

事の前に必要になりますのでというような今、状況になっております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ちょっとよく分かりませんけども、そうしますと、設計

のほうも繰越しに入っとるということですか。すみません、確認。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 設計につきましては、年度内で完了するように繰越しの予

定には入っておりません。工事費のみ繰越しのほうをさせていただきたいというふうに

考えております。

○議長（山本 芳昭君） いいですか。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 同じところでありますけども、繰越明許で林業アカデミ

ーで使う２トントラックの契約がいまだされてないという、９月で予算を審議して決定

をしてますけども、いまだ契約に至ってない状況っていうのはどういうことですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） この事業につきましては、９月補正で議決をしていただい

ておりました。発注に向けて準備をしておりましたが、まだできていないというところ

で、３月に入札を予定をしております。遅延した理由としましては、トラックのほうの

確保というところが見積業者のほうの中で難しいところがありまして、期間を要してし

まったという状況でございます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 確かに自動車業界、半導体不足などで納入期限が遅くな

るっていうのはありますけども、契約自体は受け入れてくれますし、契約自体は可能だ

と思うんですけども、なぜここまで遅れてるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 契約する前に、まず見積りを徴収というところの設計の段

階で、予算の取る段階では見積り等を取っておりました。最終的にそこで起工するため

に再度、見積りを徴収することが必要なんですけども、そこでは今、トラックの納入が

見込みが立たないというところで、見積りの徴収ができませんで、その期間、この時期

までずれてしまいまして、今、起工して入札に向かっているという状況でございます。

○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。

〔質疑なし〕
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○議長（山本 芳昭君） そうしますと、次に、令和４年度補正予算説明附属資料ファイ

ルをお開きください。各課ごとに質疑を許します。

初めに、２ページ、議会事務局について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、３ページ、出納室について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４ページから７ページ上段、総務課について質疑を許し

ます。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） ４ページですけども、ふるさと納税の返礼品等の費用が

大幅な減額になっておりますけども、これまでの４年度の取組、当初予算のときにもか

なり議論をしたんですけども、具体的にどういう取組を進められてこの結果ということ

なんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 今年度につきまして、これまでも関連するお願い、委託等

で関連します企業様の御尽力をいただきながら進めてまいりましたし、新たに冊子を再

度作りまして、ある程度、準保存版という形で力を入れて作成いたしました。それを順

次配布させていただいたり、配架したりというようなことに力点を置いたり、また、い

ろいろな企業様とのお付き合いも増えてまいりました。そういった場面場面での営業等

もさせていただいてまいりましたが、結果振るわず、現時点では対前年６１％というよ

うな金額にとどまっているところでございます。新年度でもいろいろと新たな計画も行

っておりますが、今年度、結果として身につかなかったところは、非常に不徳の致すと

ころであり、反省すべきところを次年度にも生かしてまいりたいと思いますが、今年度

につきましては、先ほど申し上げたような形で進めてきたところでございます。以上で

す。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 同じふるさと納税の返礼品の５００万円の減額という

ことで、ふるさと納税のあれが少なかったということですが、大きなアドバルーンを町

長が上げて、このふるさと納税に取り組んでいくという思いを前回も語っておられまし

た。その中で、このたび町長の施政方針の中に、日南町の方が食に関するいろんな取組

について、成果で表彰を受けたというような報告があったわけなんですが、そういった

ものがこのふるさと納税の返礼品として町としてアピールできる材料として検討されて

おられたのか、おられないのかということをちょっとお伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほど施政方針の中でお話をさせてもらった内容についてのふ

るさと納税への活用という御質問でありますが、具体的には現時点ではしておりません
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で、ただ、これからの在り方、去年、令和４年度は新たにトマトのほうを追加させてい

ただいてという動きはさせてもらっておりますが、ちょっと時期が遅かったということ

もあったりしておりますので、新年度については早めの、どういいましょうか、アップ

っていうところに努めていきたいというふうに思っておりますが、議員おっしゃられる

ように、やっぱり町内では様々な食を作っておられますので、それこそふるさと納税の

活用の在り方、返礼品の、どういいましょうか、見せ方だとかいろんなことが要件的に

は必要になってくるとは思いますけれども、多少、物語的なところを構築しながら、こ

れからのふるさと納税への拡大っていうところには努めていきたいというふうに思って

おりますし、また、様々な御提案もいただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） さっきの町報においても、チャレンジ起業型の地域おこ

し協力隊の方が日南町にも大変魅力があるというような、食に関してでもですね。だけ

ん、そういったものを拾って、この返礼品の見直しとかそういうものが今年度、逐次行

われたのか、行われてこられなかったのか、その点、お伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 今、議員おっしゃいましたあたりは、職員間でも課をまた

いで、あるいは外部の皆さんの魅力というのを情報収集しながら検討を図ってきたケー

スは数件ございます。しかしながら、商品化に至らないもの、先ほど町長申し上げまし

たが、トマトあたりはラインナップさせていただいたもの、それぞれございます。ただ、

事務方としましては、皆様の魅力を全国等々へ配信するというところがまだまだ反省多

きところでございますので、その辺りは引き続き努めてまいりたいと、かように思って

おります。以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） このふるさと納税で町外の方からお金を日南町に対して

関心を持ってもらうということがあれで、お金がどうこう、二の次に、お金は二の次に、

その日南町の魅力、日南町に関心を持ってもらう一つのツールとして、大変効果的なも

のだと思うし、よその市町村に対してもそういった考えで多く取り組んでおられます。

この商品化に至らなかったという今、説明でしたが、その原因というものは、いろんな

意味で商品化に至らなかった要因があろうとは思いますが、その辺は十分検討されて、

今後に生かそうという考えでおられるわけですか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 検討の段階では、当然、今後に生かしたいという熱意は非

常に感じております。そういった面も含めながら、商品化に向けては努めてまいりたい

と思いますが、いろいろな要因がございますので、その辺りは個別のケースに準じて、

またアドバイスもいただきながら努めてまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。
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○議員（５番 近藤 仁志君） 最後に、ふるさと納税の、要するに当初目標とした金額

に届かなかったという要因ですね、それはどのように取られておられますか。最後にお

伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 今年度、新規というわけではございません。過去から関連

する企業様との連携の中で、いわゆる仲介役の中で商品等も事務も取り扱っていただい

ているところでございます。その辺りで特に昨年度から今年度、取組を変化したという

ところはございませんけども、外的な要因というのも大きく影響しているのは間違いな

いだろうというふうに一つには思っております。そういった面では、本町としての取組

をさらに一歩も二歩も前進させる必要があるという点が大きなところかと思いますので、

また今後、議論になります来年度に向けましては、取組を強化してまいりたい、かよう

に考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ５ページの防災対策事業でございます。この中で防災無

線の戸別受信機の保守委託料が増額となっております。これに関しまして、最終的な修

理の件数見込みと、それと１件当たり幾らかと、その２点をお伺いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 当初予算におきましては、５０件を見込んでございました

が、最終７０件程度になる見込みで推移してございます。御承知のとおり、大雪の影響

等によるところが大きかったわけでございますが、１件当たりは単価として１万００

０円程度でございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、７ページ下段から１１ページ上段、企画課について質疑

を許します。

５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） ６ページの住民参画まちづくり事業について、いろいろ

各種交付金の実績見込み精査による減額ということになっております。当初には予定し

た事業がなされなかったということですが、これはその内容についてですが、できなか

ったのか、やられなかったのか、そういった事業の精査は十分されたということですか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 住民参画まちづくりの一括交付金ですけども、今回減額の

要因となっておりますのが、交流活動活性化交付金の実績に伴う減額、これが約２２０

万ございます。また、集落支援員につきましても当初、全て強化型で組んでいたところ

が、普通型になったところが２か所ございます。そこも約２４０万円の減額というふう

になっております。また、一番大きな減額要因としましては、移住者誘致支援事業補助
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金を２件分で予算化しておりましたけども、１件の実績であったと、これが４００万円

の減になっておりますので、合わせて９００万円の減額というふうになっております。

以上です。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） これは来年度に向けて、また要するに課内で反省、精査、

対策というのは今現在取っておられるということでよろしいですか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 交流活動活性化交付金につきましては、現時点、新年度の

予算を組む段階で、各まちづくり協議会さんから次年度の予定のほうを出していただい

ております。それを聞き取りをさせていただいて、なるだけ差異が出ないように確認を

しながら進めているところでございます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 次のページの青年結婚・ＵＩターンですけども、これも

補助金が大きく減っております。山里Ｌｏａｄにちなんのスタートもあって、移住、定

住に力を入れるということだったんですが、具体的にどういう分野で目標に届かなかっ

たのか、また、その対応等について説明をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 失礼いたします。青年結婚の負担金の２５０万円の減額要

因でございますけども、こちらにつきましては生山定住促進団地、残り１区画あります。

その１区画分の２５０万円の減額となっております。なかなか進んでいないような状況

もありますので、総務課とも連携しながら、なるだけ早く１件、見つかるように頑張っ

ていきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） それと、その次の公共交通対策ですけども、これ過疎債

が使えなかった、使わなかったっていう事情について説明をお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 失礼いたします。ここの過疎債の減額ですけども、特別交

付税のほうに振替のほうをしております。それによる減額となっております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 電算管理運営事務でございます。負担金補助及び交付金

が６００万円の減となっておりますが、これは何がどうなったのか。正直、この今の附

属資料を見ましても、結局、事業説明が何か精査による増減とかそういうことで全く分

からないんです。あまりにもこの説明資料、説明が足りないと思いますが、どうでしょ

うか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 議員御指摘のとおり、説明が非常に足りていないなという
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ふうに思い、すみませんでした。こちらで負担金補助及び交付金の６００万円の減額要

因でございます。これは令和４年度、当初予定しておりましたＣＩＯ補佐とＤＸ専門職

員の減によるものです。ＣＩＯ補佐につきましては、１０月から活動いただいておりま

すけども、ＤＸの専門職員につきましては、今年度、人材を確保することができません

でした。その分が皆減になっております。合わせて６００万円の減となっております。

以上です。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１１ページ下段から１４ページ、住民課について質疑を

許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） １３ページの執行経費の中で、最終処分費が２００万

になっておりますが、この内容はどういうことでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 最終処分費につきまして、最終処分費のところが塩害で修

理のほうが必要になりまして、それの工事に伴う増額です。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 先ほど塩害と言われたんですけど、塩、何でしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 説明が足りませんでして、最終処分場から処理水のほうを

排出をしてるんですけども、その排出のところの止水弁っていうか、止めるところが塩

害で腐食して、それの改修工事が必要になって、それに伴う工事の増額というところで

最終処分費のところが増額になったというところです。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 今、言葉の中で最終処分場と言われましたけども、場所

はどこなんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） どういいましょうか、行政管理組合のほうが主体で実施してお

ります現在の最終処分場でありますので、淀江にあるものというふうに認識しておりま

す。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ということは、日南町の負担金が２００万円増えたと

いうことなんですか、当初予算より。というか、各町もそれの割合で増えてるという理

解でいいんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） お見込みのとおりだというふうに思っています。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 同じところなんですけれども、最終処分場、塩害が出て
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しまったというのは、結局、今、来年度からですかね、計画されている濃縮水処理施設

がなかったためだと思うんです。それで逆浸透膜だけ入れて、濃くなった塩を戻してし

まったからということがあると思うんですけども、こういうふうに逆浸透膜を最初に入

れて、濃縮水処理施設は後から造るというのは、どうなんでしょう、これは通常のやり

方なんでしょうか。濃縮水処理施設をもうちょっと早めに造っておけば、こういう修繕

っていうのは要らなかったんじゃないかと思うんですけれども、どうなんでしょうか、

その辺りは。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 既に現在活用してるっていうところの中の動きがある中でのと

いうふうに思ってまして、当初予定していなかったものが発生したりとか、そういう形

の中で改修をするっていうことが現状していかなければならないって話でありますので、

もともと過去についての動きの考え方っていうところはあるのかもしれませんが、現状

の対策としてこういったことが必要だったということでの全体の負担ということで御理

解いただければと思います。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） もちろん、現状必要なものは修理しなきゃいけないって

ことは、それはそうなんですけれども、ただ、ちょっと技術的なことになりますけども、

逆浸透膜を入れて塩が濃くなったものを戻せば、当然、漏出してくる水の塩分濃度が濃

くなってくるっていうことは予測できることなんです。その辺りのことをちゃんと監視

してなかったのか、考えてなかったのか、ちょっとやり方が不用意な感じもするんです

けれども、どうなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ちょっと技術的なところの流れっていうのは、私も明確にお答

えすることができないのでっていうのが現状ではありますが、とは言いながら、現状の

対策としてそういった形を取っていかなければならないということだけは事実だという

ふうに思っていますので、その辺の技術的な前後のことも含めてですが、ちょっと私に

も分かりませんので、分かりませんというか、正しい回答をこの場でって話にはちょっ

とならないというふうに思っていますけれども、また調査というか、確認をしながら報

告しておきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 税務総務一般事務であります。１月の臨時議会のときに

二部山の土地について固定資産税が課税されていないということについて指摘をしたわ

けですけど、そのことについて調査をされとると思いますが、いつ報告されますか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） すみません、報告はしておりませんですみません。調査の

結果、当初、二部山のほうの契約をした段階で、その土地のほうを免税っていう扱いに
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しているというところで、税金のほうを負担してないというところであります。以上で

す。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） １２月の全協のときの保安林指定のこともそうです、今

回もそうですけども、議会で質問して、後で答えるっていうことについて、今回、補正

予算にありながらも報告がない、説明がない。やっぱりこれはおかしいと思います、町

長。きちんとそのときに答えられない、あるいは調査が必要なことについては、執行部

側から説明すべきだと思います。そのことは今後、気をつけていただくとして、なぜ免

税にされたんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 二部山の件につきまして、住民課のほうと確認をしました。

当時のその事業に携わった職員等に確認もいたしまして、町が必要とする事業の中で土

地を借りるというところが生じて、それについて税をかけるということは当時できなか

ったと。地元との協議の中で、借りて賃借料を払うんだけども、その中でその賃借料の

中から税金を保安林解除された分について税をかけるということは、協議の中でまとま

らなかったというところで免除というふうに至ったというふうに確認をしましたので、

住民課のほうと当時の職員から聞き取りした内容、地元のほうとの確認の中で、結果と

して税のほうは免除というところであったというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 固定資産税の課税について、協議が必要なものなのかど

うなのか。日南町税条例に基づいて課税されるべきものだと思うわけでありますし、特

に５９条あたりについても、非課税の土地についても、その土地を有償で貸与、賃貸借

契約で使われておるということについては、非課税の土地であっても課税することがで

きるんですよ。そういうことも含めて、なぜ課税免除にされたのかっていうところをも

う少し説明をいただきたいと。なぜ協議が必要だったのか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 正直、４０年も前の話で、そこのことについてのところは

難しいことがございまして、当時担当した役場のＯＢの方、それと地元の方に確認をし

まして、当時どういうような話があったかというとこで、あれは町が主導で畜産団地を

造ったというところで、その中で税のほうを地元にまたかけると、もともと保安林であ

ったというところでありますので、議員おっしゃられました、非課税の土地でもかける

ことができると、あくまで「できる」という条例であるかと思いますので、そこについ

ては協議の中で、課税については非課税のままということで話がついたというふうに確

認しました。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） ５９条のことについて言及されましたけども、これは所
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有者のほうが町に申告をしなければならないということなので、できる規定ではない。

申告があれば当然町は課税すべきだと思うわけでありますけども、４０年前に遡ってい

うのはなかなか難しいんですけども、じゃあ、これ今対応される考えはありますか。例

えば遡及して課税徴収するとか、そういうことについてはどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 担当課としては、遡って課税する考えはありません。免税

のままあったので、それを誤りだというとこではありませんので、免税でいる考えでお

ります。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 全体として住民課に限定したちょっと質問ですけども、

補正予算の説明が不十分だと。場合によっては添付資料もつけてやってほしいと思いま

すけども、とりわけ最終処分場、先ほど同僚議員からあった２０１万円の増額、それ

から灰溶融、岸本にある溶融処理費のマイナスの１万円、それから今度造ろうとしてい

るごみ処理施設建設費の３２万０００円、この辺りについて、一応均等割とか人口割

の基礎はありますけども、もうちょっと詳しく、西部広域行政管理組合の資料、議案は

ホームページでも見られますけども、もうちょっと丁寧な資料を添付していただきたい

なと思いますし、今回聞きたいのはごみ処理施設建設費、金額は３２万０００円なん

ですけども、これは新たに西部広域で造ろうとしている施設の各９市町村の分担金のも

のでしょうか。その根拠を示していただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） このごみ処理施設建設費については、中間施設、最終処分

場の候補地が増えたということで、その環境アセスをするために調査のほうの委託が増

えたために、その部分、増えたということで、そのための増額です。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） しつこいようですけども、負担割合は均等割２割、あと

８割が人口割という根拠でよろしいですか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） はい、そのとおりです。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１５ページから２０ページ、福祉保健課について質疑を

許します。

次に、２１ページから……。

７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） 確認します。福祉保健課ですよね。

○議長（山本 芳昭君） 福祉保健課です。

○議員（７番 古都 勝人君） そういたしますと、１４ページの民生一般管理事務のと

ころの、いわゆる虹の郷の建物の管理事務いうことで、ここに書いてあります食洗機、
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冷蔵庫、電子レンジ、大体管理費いうたらどこら辺までを見るわけでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 虹の郷の建物につきましては、日南福祉会と日南町の

ほうとで建物の使用賃貸借契約を結んでおります。その中におきまして、基本的に修繕

及び改良その他の行為に要する費用について、全て町のほうで負担するということにな

っております。補足ですけれど、逆に、町のほうの施設を同時に契約しておりますあさ

ひの郷につきましては、福祉会のほうで負担をしていただいているというような状況に

なっています。

○議長（山本 芳昭君） ７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） 私が問うとるのは、器具、器材、いろいろありましょう

が、どの辺りまでを維持管理費として町は見るんでしょうか。まさか茶わんとか割り箸

は維持管理費にはならんとは思いますが、そこら辺の区分について教えていただきたい。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 失礼しました。福祉会から借り受けた町のほうが、こ

の運営主体でありますあかり広場と契約をしております。その中におきまして、議員お

っしゃられますように、通常の電球であったり障子、ふすま、また畳、さっきおっしゃ

られたような軽微なものについては除いた形で、躯体を除くものについても町のほうで

負担をするというような形で契約のほうを交わしております。

○議長（山本 芳昭君） いいですか。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 福祉保健課の高齢者等タクシー助成事業の実績見込み減

による減額２３０万円。これは年度末になって、実際にこれぐらいの見込み減というこ

となんでしょうけども、実際に交付した、福祉保健課が直接対象者に交付されるわけだ

けども、交付した枚数と実際に利用された人数が分かれば今教えてほしいと思いますが、

どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） １月末までの実績でありますけれど、交付状況につき

ましては６３７名の方に交付をしております。ですので、１万９２５枚という形にな

るかと思います。それに対しまして１月末までの利用実績ですけれど、１万０２５枚

の利用を確認しております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） １８ページの母子父子の福祉事務について伺いますが、

扶助費が大幅に減額になってますが、主なその減額の内容について説明をしてください。

（「１８」と呼ぶ者あり）１８ページでしたが。１８ページじゃないかいな。ページ数、

違ってますか。

○議長（山本 芳昭君） いや、１８ページでいいですよ。
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○議員（６番 荒木 博君） １８ページですが。

○議長（山本 芳昭君） はい。

出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 当初予算より児童入所施設に係る費用の予算のほうを

計上させていただいておりました。見込みの中で精査するに当たりまして、令和４年度、

実績がありませんでしたので、大きいところではそこの減額ということになっておりま

す。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 要するに、見込んでた方が令和４年度はなかったという

ことですよね。分かりました。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） がん検診の委託料ですけども、当初予算に比べて大幅に、

３割以上の減額になってますけども、これ、対象者が少なかったのか、あるいは委託費

用が少なくて終わったのか、説明を求めたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） がん検診につきまして、令和４年度もコロナの影響の

中、住民健診につきましても急な日程変更等、住民の皆さんにも御迷惑をかけながら何

とか実施をしてまいりました。６月から１月末の間に７回、集団健診としましては実施

を行いました。その中でもやむを得ず午後を中止したりというようなことで、どうして

もその対象者の方に対しまして実施状況が低かったということがございます。がん検診

につきましても、大腸がん検診の検体の当日受付であったり、町長の報告にもありまし

たけれど、モデル地区の設定等によって個別への勧奨等も行いましたけれど、結果的に

がん検診の受診者のほうの数が少なかったということがございます。

来年度につきましては、受診率の向上も含めまして、また、精検の受診者数１００％

を目指して検診事業のほうに進んでいきたいと思っております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、２１ページから２７ページ、農林課について質疑を許し

ます。

２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 鳥獣被害対策事業でございます。本来日南町が採用すべ

き実施隊員が欠員であったことから、負担金を協議会のほうに支払うということでござ

いますが、この負担金、日野郡鳥獣被害対策協議会ということは、この負担金部分とい

うのは、現在職務に就いておられますチーフ、それから日野、江府の実施隊員、こちら

の賃金として上乗せして支払われるということでよろしいんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 議員おっしゃられるとおりでございます。今、日南町のほ

う、隊員のほうが１名不足しておりますので、そちらのほうになりまして、チーフにつ
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きましては日南町のほうで雇用しておりますので、日南町で雇用して負担金を頂いてい

るという状態で、今回の補正につきましては、日野町、江府町で採用しておられる隊員

さんの分を日南町のほうが負担をするというような形になります。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ちょっと分かりやすくというか、あれなんですけども、

具体的には２１８万０００円というのが負担金が増になるんですけども、日野、江府

の隊員の方にこれを賃金としてお支払いするということで、要は頑張ったねと、１人当

たり１００万増額ですよということでよろしいんですか、再確認という意味で。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 日南町のほうの活動もしていただいておりますので、日野

郡連携ということで、議員おっしゃられるとおり、賃金のほうに充てられるというふう

になります。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ちょっと財源について伺います。本来でしたら地域おこ

し協力隊ということで採用する予定であったと思いますが、その財源は特別交付税で充

填されるというふうに思いますが、今回この負担金につきましては、財源は特別交付税

とかその辺で充当できるものなのか、あるいは一般財源そのままなのか、ちょっとこち

らについて伺います。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今回のこの負担金につきましては、一般財源になるものと

なります。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） ２１ページの中山間地域直接支払いの推進事業について

ですが、この中の説明の中で複数の加算に取り組む場合の単価が減額と説明があります

が、これは、この年度中途における国の変更があったのか、それとも当初の説明に対し

て町の認識が不足していて減額になったのか、その点をお伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今回の補正につきましては、当初予算では、加算のものに

つきまして、加算の単価そのままで上げておりました。協定によりましては複数の加算

に取り組むところもございまして、その場合、１つのものは当たり前の加算が支払われ

るんですけども、２つ目、３つ目ということになりますと０００円減額されるという

ことになります。協定によっては取組が変わってくるということもございますので、そ

れで、予算上では全て満額の単価で要求をさせていただきました。今回、最終的に金額

のほうが決まりましたので、複数取り組んでおられる協定につきましては、減額という

形で補正予算で減額をさせていただいております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。
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○議員（５番 近藤 仁志君） この減額の対象となられた協定の数というのは把握され

ておられますか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 協定数としますと複数ございますので、協定としますと４

協定はあるかというふうに今認識しております。また、そこには、加算措置というとこ

ろですけども、本体交付金のところも面積等が年度内のほうで変わっておりまして減額

になっておりますので、併せてそこで落としております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） ２３ページの多面的機能支払いのほうですが、国からの

配分が大幅減額となったという説明であります。この内容について、なぜ減額、どうい

う方針の下で減額になったのか、その内容についてお示し願いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 多面的機能支払いにつきましては、農地維持と共同活動と、

それと長寿命化という三本立てというふうになっているかと思います。毎年なんですけ

ども、この長寿命化の部分で、今年度は全体で６９％の配分しか町のほうに来ておりま

せん。予算の段階では満額で要求をして、県のほうにもそのように上げているんですけ

ども、実際国のほうから割当てがあったのは、長寿命化につきましては３１％少ない６

９％でありましたので、今回減額をさせていただいております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 話を聞きますと、地域の、長寿命化の部分に対して、水

路の改善であったり、農道であったり、大変災害によって崩れることが多いということ

で、かつて災害復旧に当たるのに、微細な修繕はこの多面的を使ってやってもらえない

かというような建設課のほうの指導もあって、地域ではこの多面的機能支払いの長寿命

化のほうを使ってやったわけなんですが、そういった取組をする上においても、やはり

重要なこの長寿命化の部分であろうと位置づけているわけなんです。そういった意味で、

今後５年度に向けて、国のほうで変わらずこの配分内容というのは継続されるというこ

とでよろしいですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 事業としては、令和５年度のほうも多面的機能支払いのほ

うは継続されます。内容としまして、長寿命化がなくなるとか、減らされるとかという

ことは伺っておりませんけども、議員おっしゃられたとおり、全国でも非常に需要の多

い事業でございまして、農地維持、共同活動に加えて、その部分で水路を直したりとい

うとこで、非常に地域でも大きな役割をしているというとこで全国的に需要が高いとい

うとこで、その予算の確保が、その他２つの項目につきましては１００％の交付をいた

だいてるんですけども、これにつきましては毎年満額というのがつかないという状況に

なっております。また、こういった要望としましては、町としても多面的機能支払いの
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長寿命化については県のほうにも上げていきたいというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 要望として県のほうに上げていくということですが、そ

れは間違いなくやっていただけるということで、再確認をさせていただきたいと思いま

す。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 要望は引き続きさせていただきたいというふうに思ってますし、

また、手段の方法も県政要望というところがあったり、それ以外の要望の動きもできる

形になってますので、どちらのほうにもこういった実態を説明しながら、十分な補助率

がいただけるような仕組みについて要望していきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） ２２ページの２１世紀水田農業確立対策事業ですが、よ

ろしいですか。補正額が３割あるわけですけども、この中の事業の中でがんばる農家プ

ランと、それから意欲ある農業者支援事業と２つ一緒にして書いてありますので、その

中身として、どちらの事業のほうの執行がどの程度だったかというのをちょっと伺いま

す。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ２１世紀水田農業確立対策事業は、機械補助の事業であり

ます。事業としましては、事業主体ががんばる農家プランのほうで６事業主体で、当初

の計画どおりに機械のほうは入っております。請差、入札減等で金額のほうがまず下が

っているというふうに御理解いただきたいと思います。

あわせて、この中には、スマート農業社会実装促進事業といいまして、令和３年度か

ら県のほうで事業化された機械導入の事業がありまして、そちらで２件ございます。そ

ちらも要求した２件分が入っております。ですので、要求した８件の事業主体のものに

つきましては全て導入が可能にはなっておりますけども、入札減等で減額になっており

ます。

それと意欲ある農業者支援事業につきましては、当初予算で３００万円の要求をして

おりました。５０万円上限ということで６件分としておりましたが、今回実績のほうが

ありましたのが２件の１００万円ということで、２００万円につきまして減額するもの

であります。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） そうしますと、意欲ある農業者支援事業については申込

みの数が少なかったということですね。当初、がんばる農家プラン事業について、要す

るに入札か何かで機械が減額だったというふうに捉えればいいですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 基本的に事業のほうで希望された機械のほうは導入ができ
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ておりますので、入札による減額ということで御理解いただければと思います。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） タブレットの２２ページなんですけども、ワイヤメッシ

ュ及び電気柵の購入で、ちょっとこれ６００万ほど減額になっております。これ、ちょ

っと説明をいただきたいんですけども、ワイヤメッシュは希望する地域がまだかなりあ

るというふうに聞いております。以前、令和４年度を３年度に前倒しして希望したケー

スもあります。ですから、希望する地域があるので、ある地域では、もう４年度はでき

ないので５年度にしてくださいという説明を受けた地域もあります。この減額、ちょっ

と説明いただきたいんですが。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 鳥獣被害対策事業につきましては、当初予算で８地区を想

定しておりました。実績としましては４地区になりましたが、事業する中で地元のほう

から取下げを今回するというところがございました。

議員おっしゃられるように、年度中途で翌年度の分を前倒しするような格好で当年度

の予算でやるということもあるんですけども、一応、予算につきまして県のほうに返す

ということになっておりまして、それで、県のほうが、年度中途の中で鳥取県の枠とし

て余裕があるから令和５年度の分を前倒してされませんかというようなこともあったり

はするんですけども、今年度につきましてはそれがなく、県下では日南町の枠をよその

町が、たまたまですけども、使われたということになっておりまして、今回は８地区の

うち４地区でワイヤメッシュと電気柵のほうを導入いただいて、令和５年度も引き続き

この事業のほうは要求をしております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） そうしますと、残りの４地区というのはもう辞退された

いう、キャンセルされたという。それはそれぞれの地域の事情があるんでしょうけども、

私が知る中では、希望してたけども４年度にできなく、５年度になったよというところ

があるんですけど、それは何かどう捉えればよろしいんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） この事業につきましても取りまとめの時期というものがご

ざいますので、その時期までに来ていたものにつきましては町のほうも相談を受けたか

と思いますけども、ちょっと漏れてしまったところがどういう状態だったか、状況だっ

たということが分かりませんので何とも言えませんけども、日野郡の鳥獣対策協議会等

とも連携しながら、翌年度の事業につきましては、秋ぐらいまでに要望ありますかとい

うことで確認をしておりますので、もしそういったような希望があるところがありまし

たらまた教えていただければ、町のほうもアプローチしていきたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。
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○議員（３番 櫃田 洋一君） 分かりました。確認ですけど、たしか８月３１日ぐらい

が締切りです。たしか夏の終わりが締切りですよね。それで、１０月ぐらいに来たりと

か、その前はもう少し早い時期で、８月ぐらいにワイヤメッシュが来てたんですけども、

最近少し遅くなって、８月末ぐらい、秋ぐらいが締切りで、たしか１２月ぐらいに来た

りするようなのだと思うんですけども。分かりました。その地域に確認して、また後日

ちょっとお伝えさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 森林保全総合対策であります。ナラ枯れ対策の委託事業

が実施されていませんが、これはどういう経過だったんですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ナラ枯れ対策事業の委託事業でございます。これは当該年

度に枯れたナラ枯れの木を除去するための事業でございまして、例えば町道、県道沿い

の、倒れてしまったらすぐに害が起こるとか、害をなすとかっていうところとか、そう

いったピンポイントでやる事業なんですけども、今回そういった事業のほうを森林組合

等と確認をしてまいりましたが、なく、事業のほうは執行することはできませんでした。

町としましては、ナラ枯れの対策としましては基本的に若返りという格好で、ナラ枯れ

を起こしている森全体を切って更新していくという方向のものは下の事業のほうでやっ

ておりますので、予算要求としましては両方要求するというふうにしておりますけども、

今年度につきましては、そういった委託事業のほうは実施がなかったということで皆減

としております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 現地をどういうふうな確認をされたのかっていうことを

まず伺いたいと思いますし、道路あるいは住宅等に支障がないところについては対象に

ならないというふうには理解してなかったんですけども、ナラ枯れの発生となる虫を駆

除するために発生した木を切って、薬剤をかけてシートで覆うという事業だと思うんで

すけども、道路や住宅等、施設に障害がないところについては全く対象にならないとい

うことなんですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） そういうわけではございません。議員おっしゃられるとお

り、ナラ枯れのある木を駆除していくと、虫を駆除していくという事業ではありますけ

ども、やはり山の奥で１本枯れていると、数本枯れていると、そういったものについて

なかなかそこまで、１０分の１０の事業とはいえ、費用等をかけていくということが難

しい部分がございます。森林組合等に委託をするように話をしておりましたけども、な

かなか日南町の中でそこを局所的に駆除するということができませんで、今年度のほう

は実施はしなかったというふうにしております。山のほうで対象にならないという事業

ではないというふうに認識をしております。
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○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 具体的に答弁がなかったんですが、確認の方法っていう

のはどういうふうにされたんですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 具体的に１点１点を確認しておるわけではないんですけど

も、年に一遍、県のほうのヘリに乗って、日南町全体のナラ枯れ等、山の状況を確認す

るっていう機会がありますし、森林組合のほうは山のほうを回っていただいて、特にそ

ういったナラ枯れが進んでいるとか、対応が必要な場所について、日常の業務の中で回

っていただいているというふうに今やっております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） １点お聞かせ願います。セルロースナノファイバーとい

う話を以前この議場でしたことがあります。前町長のときだったと思いますが、副町長

で中村町長もおられたと思います。商品化ができ出したら、日南町もアンテナを高くし

ておいて何とか対応したいということで、今、日南町では、林業いうたら杉かヒノキを

指すようなイメージになっておりますが、何割もの広葉樹があるわけでして、そういっ

たものについては今回何か出るかな思ったですけど、どうも補正では出ておりません。

新年度も出ないのかもしれませんが、そこら辺についてはどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 補正予算には上がっておりませんが、町長、答弁されますか。

（「出とらんがという質問です」と呼ぶ者あり）

中村町長。

○町長（中村 英明君） 補正予算にしても、当初予算についても、その具体的な内容に

ついては計上させていただいておりませんが、これからの歩みの中で、やっぱり技術開

発っていうとこはたくさん出てくる可能性があるというふうには思ってますので、うち

のほうで単独で、そのことについて研究っていう話にはなかなかならないというふうに

思っていますが、日本の国内でも６７％が森林でありますので、そういったところの中

でそういう研究が進み、可能性があるっていう話ならばゼロではないというふうに思っ

ております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） ２５ページの森林保全総合対策事業の松くいについての

ちょっと質問させていただきます。委託料というのが、先ほど同僚議員が質問されまし

て、２００万が皆減だということでありましたが、その下の補助金、交付金で、実績見

込みによる減ということで、当初予算と比較すれば３１０万ほど利用されておられると

いうような報告でありますが、これはどういった活動に対して、何件ぐらいの活動に対

してこの３１０万円ということを使われたのか、お伺いします。使う予定か、使われた

かな。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。
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○農林課長（坂本 文彦君） ナラ枯れの若返りのほうの事業です。こちらにつきまして

は森林組合のほうで事業主体でやってもらっておりまして、事業内容、３０ヘクタール

を若返りということで木を切っていただいております。被害林等の面的伐採及び伐採木

の搬出ということで事業をやっていただいております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） ３０ヘクタールの伐採ということですが、これは１事業

所に対してこれを補助金として出されたということですか。

仮に委託料とこの補助金の扱いの違いについて、ちょっと自分分からないわけなんで

すが、これが、３０ヘクタールを伐採していただいたというのが補助金なのか、委託料

なのか、どういう基準でそういう形になるのか、お伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） すみません、ちょっと数字を間違えました。申し訳ありま

せん。３０ヘクタールと言いましたけども、実績としますと２ ５ヘクタールの、すみ

ません、訂正をさせてください。

この事業につきましては補助金の事業になりまして、事業主体のほうで松くいのナラ

枯れ対策事業をどれだけ取り組むかというとこで、当初３０ヘクタールで計画を出して

いただいておりまして、実績のほうが上がってきて、２ ５ヘクタールの伐採を行った

というところで、実績に応じて減額するものであります。どう違うのかというと、基本、

県の事業で、委託事業であるか、補助してやっていただく事業かというとこで、委託と

いうことになりますと１０分の１０の補助と、補助といいますか、費用を出すというこ

とになると思いますし、この事業につきましては、補助の要件としまして、１ヘクター

ル当たり２０万円が補助の上限ということになっております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） この２ ５ヘクタールの伐採の補助をされたということ

ですが、これ、２ ５ヘクタール全てが松くいに侵されているとは考えにくいわけであ

りまして、その場所を松くいの被害認定をされるのは、誰がどういう形で、どういう基

準でされたわけですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） そこにつきましては、事業主体のほうで確認をしていただ

きまして、計画書を上げていただいて、町と県のほうで確認しまして、事業に該当する

ということで交付決定のほうをしております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 基準というのはもうはっきり明確に決まっているもんが

あるわけですか。１ヘクタール当たり何本ぐらいの松くいがあるとか、ナラ枯れ、ナラ

枯れですか、ナラ枯れがあるという基準があって、それを満たしているので、２ ５ヘ

クタールというのは補助金の対象になるよという指導の下にやっておられるということ
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でよろしいですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今、手元に補助要綱のほうがないのであれですけども、補

助要綱がきちっと決まっておりますので、またそちらのほうは提供させていただきたい

と思いますので。要件としましては、やはりナラ枯れに侵されていて、今後被害が広が

っていくというような森について伐採をするというふうな若返りの事業というふうに認

識をしております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、２８ページから３５ページ、建設課について質疑を許し

ます。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ２７ページのため池ハザードマップ作成の追加による増

ということで、３か所が９か所、６か所増えてますが、当初予算が１７０万０００円

ですが、幾ら増えたんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） この事業につきましては、本来、令和４年度に３か所、令

和５年度に残りの６か所やる予定ではございましたが、県の追加配分、前倒しというよ

うなことで、令和５年度実施分を令和４年度に実施するということで、委託料のほうを、

委託料じゃないです。委託料ですね……（発言する者あり）のほうで、すみません、若

干……（発言する者あり）１７０万が……。すみません、ちょっと待ってください。１

８９万０００円の追加でございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ということは、１７０万プラス１８０万、それともトー

タル１８０万なんですか。追加１８０万ですか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 現在あります１７０万に１８９万０００円の６か所分を

追加という予算にしております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 大変、防災のため池ということで重要だと思うんですが、

あと何か所ぐらいすべきなとこあるんでしょうか。もうこれで終わりなんですか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 防災重点ため池につきましては、このたびの９か所で全て

が終了という予定でございます。

○議長（山本 芳昭君） 次に、３６ページから３９ページまで、教育委員会について質

疑を許します。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 教育委員会全体として、いわゆるパートタイム会計年度
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任用職員の報償費、かなり減額させております。これの経過、対応について説明をいた

だきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 段塚教育次長。

○教育次長（段塚 直哉君） 教育委員会としましては、こども園をはじめ、パートタイ

ムの会計年度任用職員ということで減額を多くさせてもらっております。こども園等に

つきましては、フルタイムの職員の補助的、または有給等の交代で入ってもらうという

ような職員をパートタイムでお願いしとるわけですけれども、当初、十分に予算をいた

だいてはおりますけども、実績としてこのように減額をする、見込みとしては減額をさ

せてもらうというとこでございます。そのほかにつきましても、パートタイムの職員に

つきましては、予算としては十分に最初つけておいていただいておりますけれども、実

績としてはそこまでは必要なかったというところが正直なところだと思います。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 十分な予算をつけていただいて、結果として必要なかっ

たということなので、これ、予算の見積りがおかしいということですよね。そういう説

明ですよね。業務としては全く支障なく、十分な業務ができたと理解すればよろしいで

すか。

○議長（山本 芳昭君） 段塚教育次長。

○教育次長（段塚 直哉君） 全く支障がなかったというわけではないですけれども、例

えばパートタイムの生き抜く力の事業等につきましては、当初見込んでいましたけれど

も、採用が年度途中からの採用になったというようなこともあったりしまして、減額が

生じたということでございます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 多分、当初予算の段階では必要な人数を確保したいとい

うことで上げられたと思うんですけども、結果として必要とする人数が採用できなかっ

たから、こういうことだろうと思います。全く支障がなかったとは言えないというふう

に言われますので、そういうことだろうと思うんですが、職員確保についてどういう対

応をされましたでしょうか、具体的に。

○議長（山本 芳昭君） 段塚教育次長。

○教育次長（段塚 直哉君） 会計年度任用職員の募集、町全体の中での募集を行いまし

たし、それぞれ専門的な職員につきましては、周りからの情報でありますとか個々職員

から、誰かおられないかというようなところで、声かけをしてもらったりというところ

での確保を努力はしてきたところです。

○議長（山本 芳昭君） 議案第１９号、令和４年度日南町一般会計補正予算（第８号）

について、質疑漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第１９号の質疑を終わります。
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次に、令和４年度補正予算説明附属資料ファイル４０ページから４１ページ、議案第

２０号、令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４２ページから４４ページ、議案第２１号、令和４年度

日南町介護保険特別会計補正予算（第２号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４５ページ上段、議案第２２号、令和４年度日南町介護

サービス事業特別会計補正予算（第３号）の質疑を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 介護サービス事業の特別会計で、歳入のところに減額で

２００万あったと思うんですけども、要するにこれはあかねの郷の収入を減額された

ということの理解でよろしいでしょうか。諸収入。

○議長（山本 芳昭君） 誰が答える。

○議員（４番 久代 安敏君） 介護サービス。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 議員お尋ねのとおり、お見込みのとおりでございます。

○議長（山本 芳昭君） 収入だった。減額じゃなかった。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） ということは、日南福祉会の経営が、決算はまだ分かり

ませんけども、見通しとして黒字も想定できないというか、とんとんになればいいとい

うふうな状況を想定して、あらかじめ補正予算で計上されたという理解を確認しておき

たいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 議員からありました福祉会の償還金の件につきまして

は、令和４年度の新年度予算のときにも説明、応援いただきましたけれど、令和３年度

の実績が福祉会のほう、黒字の決算が上がってきております。それを受けまして、決算

の中の２割の部分について返還ということで協議しておりまして、５１７万０００円

の返還をいただくということで、残りについては減額ということで、免除ということで

の精査になっております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、４５ページ下段、議案第２３号、令和４年度日南町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４６ページ上段、議案第２４号、令和４年度日南町再生

可能エネルギー発電事業特別会計補正予算（第１号）の質疑を許します。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） この会計について、昨年３月の当初予算のところで、特
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別委員会、そして本会議で議論しましたけども、町長から直接意見を聞くことがなかっ

たんですけども、そもそも当初予算、地方財政法第３条２項に反する予算だとは認識を

されませんか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 昨年の議会の中で、御指摘、御意見いただいたというのは承知

しておりますし、あの内容的には、工事等が目の前、目の前というか、施工する中で発

電行為ができないっていう期間に対しての考え方だというふうに思っていますが、基本

的には、どういいましょうか、会計の明瞭化的なところの観点からいくと、そうすべき

時点もあったのかなという反省はさせてもらっておりますけれども、今後こういったこ

とのないように気をつけていきたいというふうに思っておりますが、なかなか数字上の

ことが、予算ですから必ずという話ではないにしても、会計の予算の在り方という考え

方の観点からいくと、そのこともあってもしかりかなというふうには反省は個人的には

させてもらっていますので、以後、予算計上の在り方については留意していきたいとい

うふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 当初予算について反省をされるということについては理

解をしたいと思います。その上で、今回の補正について、いわゆる発電所運営経費の売

電収入で足らない部分について、基金から繰入れをするという補正予算でありますけど

も、再生可能エネルギー基金条例第２条に該当する使い方だと思われますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には大丈夫というふうに思っております。ちょっと再確

認をさせてやってください。また報告をさせてやってください。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 基金条例第２条を見る限り、運営費の補填には使えない

と、使えるとは理解できないわけですね。この認識について、私も、去年３月の修正議

案提案のときの認識も十分じゃなかったと私自身も反省しますけども、町長から今回こ

ういった補正予算が出された。この基金条例第２条、具体的に処分のところは第７条で

すけども、第２条にある目的でないと使えないというふうに理解するんですけども、な

ぜこういうことが出てくるのか。あるいは私の解釈が違うのかもしれませんが、改めて

答弁をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） このたび精査、上程させていただくに当たりまして、議員

御指摘の第２条でございます。読み上げますと、事業の導入、調査研究及び普及等に充

てるためというのが本趣旨であることは承知しております。その上で、本事業の導入、

つまりは運営管理等も含めまして、「等」という表現もしておりますが、本来目指すべ

きところっていうのは、言わずとも御承知のところかと思いますが、結果、このたびは
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基金を充てざるを得なかったところは、財政としましても今後生かした基金の使い方、

活用については努めてまいりたいと思いますが、しかしながら、議員御指摘のこの条例

に反したものという認識とはまた異なるのかなというふうに整理をしてございます。た

だ、しっかりとした活用には努めてまいりたいと思いますので、このたびは繰入金とし

て１２９万０００円の繰入れということで整理させていただいております。以上でご

ざいます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 条例の理解について若干無理があると思うわけです。運

営経費、運転資金に充てるということは、この文章からは想定できないわけです。です

から、発電事業を特別会計としたと、一般会計じゃなくて、経営の独立性の観点もあっ

て特別会計にしたということでありますし、それに付随した基金があるということであ

りますので、私は基金条例の位置づけをもう少し改めるべきだと思います。導入するこ

とが運営資金の補填とは根本的に違うと思いますので、基金条例の見直しもやるべきだ

と思います。先ほども言いましたけども、発電事業を特別会計で収支を明確にする、経

営感覚を明確にするという趣旨からすれば、やっぱり基金もそれに付随したものに改め

ておくべきだと思いますが、いかがですか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 御指摘いただきました、もう少し運用に関しまして広く、

分かりやすく明示化するというのは必要にも感じますし、ただ、どういう書き方で、運

用すべきところは決まっておりますが、どのように明記するか、今後検討してまいりた

いと思います。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） そこは運営資金に充当するためということを書いてれば

広く対応できると思いますが、今回この条例を十分承知された上で補正予算を検討され

たのかどうなのか、少し疑問にあります。一般会計からの補填ではなくて基金からされ

たっていうことについて、改めて説明を求めます。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 基金繰入れ等につきましても、当然内部で十分吟味した結

果でございます。ただ、条例と一言一句という部分には直接協議の項目では設けており

ませんでしたが、確認はしておりましたので、今回はこのような形で整理させていただ

いたところでございます。

○議長（山本 芳昭君） 次に、４６ページ下段、議案第２５号、令和４年度日南町病院

事業会計補正予算（第２号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で補正予算関係７議案の質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１９号から議案第２５号までの補
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正予算関係７議案は、審議の都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１９号から議案第２５号

までの７議案は、質疑までにとどめることに決定しました。

ここで暫時休憩をいたします。再開を午後１時からといたします。

午後０時１８分休憩

午後１時００分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

・ ・

日程第１１ 一般質問

○議長（山本 芳昭君） タブレットの一般質問答弁要旨ファイルをお開きください。

日程第１１、一般質問を行います。

一般質問は、通告順にこれを許します。

タブレット１ページ。

３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 共創・協働で進むまちへを掲げてスタートした２期、中

村町政です。町民の皆様の期待も大きいことと思います。施政方針にあります、町民が

安心して暮らせる日南町になってほしいと思います。

選挙公約にありました、町民が誇りを持てるまちづくりへの推進と強化について、そ

の具体的な取組を伺います。

デジタル活用の取組について。１、携帯電話不感地域解消の取組と今後の展開を伺い

ます。自治体ＤＸにおける町民サービスの取組を伺います。在宅勤務の実績及びリモー

トワークの取組を伺います。

企業誘致について。企業誘致をどのように進め、今後の展開を伺います。

以上、よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 執行部の答弁を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 櫃田洋一議員の御質問にお答えします。

まず、町民が誇りを持てるまちづくりの推進と強化について、具体的な取組をお伺い

するという御質問でございますが、このたびの施政方針でも述べさせていただきました

が、新型コロナウイルスの感染拡大以降、国内の社会情勢は大きく変化し、人々の価値

観にも大きな変化が生じております。本町におきましても、町民の皆さんへ行動制限を

お願いしたり、各種イベントの延期あるいは中止、小・中学校では感染対策によるマス

ク着用により大きな負担をかけてきたものと考えております。
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３月１３日にはマスク着用が個人の判断に委ねられ、５月からは２類から５類へ引き

下げられることによりまして、社会や経済が大きく動き出すことが想定されます。この

大きな変化を的確に捉え、地域の意欲と元気を取り戻し、疲弊した経済を立て直すこと

により、子供から大人まで将来へ希望の持てるまちづくりを推進してまいります。これ

を実現するため、町民の安全・安心、地方創生とＳＤＧｓの推進、ＤＸの推進、グリー

ン社会の実現、財源の確保、行政サービスの質の向上、事務事業の再編の７つを具体的

な軸にして取り組んでまいります。

新たな生活スタイル、仕事の仕方が定着し、コロナ禍以前の状況に戻ることは難しい

かもしれません。しかし、町民同士の関わりや地域活動への参加など、今後より重要に

なっていくものと考えております。地域活動の維持など、これまで以上に力を入れてま

いりたいというふうに思っております。本町が持続可能な町であり続けるためにも、諦

めずに共創と協働の考え方を基本に捉え、大人が子供に対して日南町はよい町だと言え

るまちづくりを推進してまいります。

今後はデジタル社会が急速に進展します。脱炭素社会に向けての動きも加速します。

人や食料等は暮らしの基本でありますので、第一次産業の振興につなげてまいりたいと

いうふうに思っております。

次に、デジタル活用の取組について、携帯電話の不感地区解消の取組と今後の展開と

いう御質問でございます。現在の取組状況として、今年度、鳥取県及び県内の市町村で

デジタルディバイド部会を組織し設置しました。今年１月にデジタルディバイド部会の

主催で、四大キャリアでありますドコモ、エーユー、ソフトバンク、楽天に、県内の状

況として各市町村担当者とキャリアの担当者が意見交換を行いまして、要望を行いまし

た。各キャリアに要望を持ち帰ってもらい、それぞれで検討していただいている状況に

なっております。

本町独自の取組ですが、昨年８月に全町の各御家庭での電波状況の調査を実施しまし

た。回答があったのは４１世帯から回答をいただき、その世帯全て訪問し、各キャリア

の電波状況を確認いたしました。その調査から分かったことは、全てのキャリアが入ら

ないところ、各キャリアの増幅器を使用し何とか通話の可能な地域、キャリアを変更し

てもらうことができれば通話も十分にしていただけるところなど、様々な結果でありま

した。その中で４キャリア全て入らない世帯が９世帯あり、その世帯の状況につきまし

ては、町単独でキャリアへ出向き、要望を行っているところでございます。

今後ですが、各キャリアの出しているサービスとして、フェムトセル、家庭用の小型

基地局というところの内容でありますが、これを活用できる方法を検討していきたいと

思っております。本来であればエリア化を進めていくのが本意でありますが、早急に費

用等をかけることなく、効果的な手段として考えております。引き続き要望はもちろん

行っていくとともに、各家庭で携帯電話の通話できる環境を整備できるよう関係の機関

へ働きかけを行ってまいりたいと思っております。
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次に、自治体ＤＸにおける町民サービスの取組をという御質問でございます。自治体

のＤＸの取組につきましては、昨年度策定しましたアクションプランを基に、実施に向

けて現在タスク管理を行うとともに、一部の項目につきまして目標を再設定し、推進チ

ームを中心に協議を重ねております。アクションプランの中で目標達成後、町民の皆様

方にサービスとして御利用いただける事業は、スマート農業、あるいは林業従事者の安

全確保、各種申請の電子化、公共施設の予約、子育てサポート、デマンドバスの予約シ

ステム、書かない窓口などが上げられます。アクションプランに掲げた事業につきまし

ては、スケジュールどおり実践できるよう、令和５年度以降も関係機関と協議を進めて

まいります。

また、自治体ＤＸの本来の目的であります職員の業務効率化を進めていくことで、時

間を生み出すことができます。この生まれた時間を、町民の皆さんの声をより多く聞く

機会に変え、政策に生かしていきたいと思っております。

次に、在宅勤務の実績及びリモートワークの取組を伺うという御質問でございます。

令和の３年度に導入しましたシンクライアントシステムによりまして、行政系ネットワ

ークについては、どの場所においても執務室のパソコンと同様の仕事ができる環境を築

くことができました。このことをきっかけに、在宅勤務やリモートワークが質の高いも

のへと進んでおります。

２月の２１日の時点での実績ですが、在宅勤務における貸出しの回数が６２回、貸出

しの日数ですが、００４日、リモートワークにおける貸出しの回数が３３回、貸出し

の日数が６２６日となっております。新型コロナウイルス感染に伴い出勤できない、ま

た、濃厚接触者となった場合や、出張時において端末を職員に貸し出し、利用しており

ます。働き方としての幅が広がったとともに、ＢＣＰ達成に向けた手段として効果的で

あると考えております。

今後は、在宅勤務、リモートワークの質の向上を達成していくために、ペーパーレス

化や文書管理システム、電子決裁システムなど具体的な運用について生産性の高い業務

ができるよう分析し、実践していきたいと思います。

次に、企業誘致について。企業誘致をどのように進め、今後の展開を伺うという御質

問でございます。本町におきまして、新たな企業誘致の案件はありません。道路状況、

工業用地などの問題もあり、大規模な製造業や大規模工場の誘致などは現実的に困難な

状況であると認識しております。鳥取県からも、都心や関西方面の企業から鳥取県内に

進出を希望されている企業情報をもらうことがありますが、どれも非常に大規模なもの

であり、町内では用地を提供することができない状況であります。しかしながら、状況

に応じて対応可能なものがあれば積極的に検討してまいりたいと思います。

また、コロナ禍により多くの企業が在宅、リモートワークを経験し、都内でなくても、

優れた情報通信網であれば全国どこでも仕事ができるということを経験しました。本町

では、町内全域に整備したＦＴＴＨ等を活用し、中心地域整備計画とも連動する形で企
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業誘致を検討していきたいと考えております。

国道１８３号の鍵掛道路が令和７年度に開通予定です。これによりまして、物流、観

光等、大きな変化が生じることを期待しております。

今後もより一層、鳥取県との情報共有を図り、民間企業の動向を把握しながら町内産

業、観光の活性化につなげていきたいと考えております。企業誘致は、将来、本町の姿

に大きく寄与するものであります。積極的な活動を進めてまいりたいと思っております。

以上、櫃田洋一議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 再質問がありますか。

３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） まず、町長は、誇りを持てる町、この誇りを持てる日南

町というのをどのようにお考えでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほど答弁にもお話をさせていただきましたが、基本的にはや

はり大人の皆さん、私たちが子供に対して日南町とはいいとこだよっていうところは言

える町にしていかないといけないのかなというふうに思ってます。昭和の昔は、私たち

が子供の頃は、それこそおやじから長男だけん残れって言われたけど、それ以外の兄弟

には自分で頑張れよっていうような話が、うわさ話ですけれども、よく聞かれたもんで

あります。最低限１世帯に１人っていうところのイメージだろうというふうに思ってお

りますが、様々な社会が変わる中で、やはり今、現状の状況を鑑みますと、やはり大人

が一言子供に言えるような、そんなことがまず第一ではないのかなというふうに思いま

す。

その中で、じゃあ、具体的にどうかっていう話は様々なものがあるというふうに思っ

ておりますが、仕事であるとか、住まいであるとか、若い年齢層は遊び場だとか、いろ

んな感覚があるというふうに思っておりますが、せめてやっぱり最低限そこが、最初の

話がないと、今の若い人たちはやりたいことがしたいんだということは当然そのとおり

だというふうに思ってますけれども、そのやりたいことが、どういいましょうか、環境、

情報も含めてですが、やはりしっかりとした周りの社会であるとか、家庭内であるとか、

そういったところがきちんと情報発信して、最終的には残ることを考えやって話につな

がればより効果が高いんではないのかなというふうに思っております。

先般も「日野郡の中心で日野郡愛を叫ぶ！」っていう会議がありました。多くの日野

郡３町の皆さんが発表されましたけど、地域おこし協力隊の皆さんの発表者が多かった

というふうに思っておりますが、それは、総じて申し上げると、日野郡の中の人であっ

たり、自然の豊かさであったり、そういったところが、本当に外から来られる皆さんか

らいえば、魅力の一つだというふうに言っておられます。ですから、そういったことを、

住んでる私たちがやはり気づきを入れながら、日南町のよさというのを改めて考え直す

時期ではないのかなというふうには思っております。ですから、そういった大企業とか
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って話ではないですけれども、やはり地域が持ってる、どういいましょうか、力という

のを再認識しながら進めていくべきかなというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 分かりました。私も、日南町はすごく住みやすいし、よ

いところだと思ってます。それで、大人が子供に、町長もお子さんが町内の企業に勤め

ておられます。だから、しっかりとよい町だというふうに言われたんだと思っておりま

す。

先ほど言われた人ですとか自然の豊かさ、これを伝えていくというふうにおっしゃい

ました。そのほかに、町長、どのように日南町のよさをそのほかには伝えていかれます

か。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、やはり、どういいましょうか、誰もが、そういう

大人が発言をしていくっていうことが大事かなというふうに思ってます。逆の発想をし

てしまうと、やはり子供って当然それだけの判断能力がない状態の中で思われるので、

ということの環境にあることが多いと思いますので、そういったことを伝えるっていう

話と、一方では今、以前から進めさせてもらっております、やっぱり教育部門での在り

方というところも、私はこれからの中では重要視すべきだというふうに思ってますので、

そういった意味で、特徴ある教育でありますとか、環境教育も含めてですが、そういっ

たところを進めさせていただいているので、そういったところを体験する実際のお子さ

んがやはり考えてくれるっていうふうには思ってますし、そこには都会とは違うよさっ

ていうところもたくさんあるというふうに思いますので、そのよさをやっぱり認識すべ

きっていうか、子供たちにも伝えてあげるっていうことが大事ではないかなというふう

に思います。その上で、やはりお子さんがどういう判断をされるかっていう話はもちろ

んあるというふうに思ってますが、取りあえずそのことをしない限りは、どういいまし

ょうか、一般的な広い世界の中での情報による判断しかできないので、そこは少し違う

部分を考えていただくっていうことも情報提供が必要だろうというふうに思っておりま

す。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 施政方針では、町民が安心して暮らせる健康なまちづく

りとあります。何となくは分かるんですけども、これはすごく、あまりにも抽象的な表

現で、具体的にはどのようにされていくのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 要は健康づくりっていうのが一番、一つはいろんな意味で、仕

事をするにしてもそうですし、物事を考えるにしてもそうですし、やはり健康っていう

のが一番大事かなと思ってます。まして今、健康寿命っていいましょうか、平均寿命も

どんどん延びてる段階の中で、いかに少しでも働きながら、御高齢になっても働きなが
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ら、小遣い程度は稼げるとか、様々なことがあるというふうに思っておりますが、そう

いったところをつくるにも、やはり人間というのは体全体が健康でないといけないとい

うふうに思っています。

若いときには体力があったりとか、大きな病気にかかることが少ないというふうに思

ってますが、それを、やっぱり高齢者の皆さんになっても、それがある程度維持ができ

るっていうことが大切だろうというふうに思ってますので、できるだけ、病気をゼロに

することはできないので、目標の一つに上げておりました検診あたりをしながら早期発

見と早期治療につなげていく、そんなことが一番重要ではないのかなというふうな位置

づけを私はさせてもらっております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 地域活動の参加が今後重要というふうにも先ほどおっし

ゃいました。これはどのように参加を促していくのか。いろいろ、なかなか難しいとこ

ろもあると思うんですが、どのように取り組んでいかれるのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 地域の活動っていうのは、いろんな幅広いやり方って言ったら

おかしいですが、最小の集落単位での話、あるいは活動ということもあるし、あるいは

趣味的なと言やおかしいですが、例えば伝統芸能あたりとかの集まりだとか、いろんな

集まりがあるというふうに思ってますし、また、施政方針の一部にも書いておりました

けど、各団体の皆さんが、例えば野菜作りを新たに始めて販売するとか、いろんなケー

スがあるというふうに思っておりますが、いずれにしても、一人がずっと何も人と会わ

ない、話をしないっていうこと自体がかなり精神的にもやっぱり下向きになるので、や

はり多くの皆さんと話をする機会をよりつくっていく、あるいはイベントあたりもこれ

から、ちょうどコロナでなかなかできにくい社会背景ではあったというふうに思ってお

りますが、そういったところのコロナ禍前の状況にできるだけ早く、どういいましょう

か、復興していくということが一つは大事かなというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） デジタル田園都市国家構想が推進されてる現在、そして、

デジタル活用を推進される中村町政、携帯電話不感地域解消へ向けた取組、先ほども少

し言われました。キャリアの問題、いろいろあると思うんですが、それで、８月に各町

内を回ってアンケート取られたというか、調査された、私もちょっと町内の近所の方か

ら聞きました。現在は解消へ向けてどのような状況なのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほど申しましたように、いろいろ町内の皆さんに御協力いた

だいて、電波の確認状況をさせていただきました。どういいましょうか、その中で、現

状とすれば、やはり不感地区のエリアが明確になったというふうに思っております。そ

の上で先般、キャリアの一つでありますところにもお話し行ったときに、会社の基本的
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なところからいくと、それを、今回エリアをどんどんどんどん広げる状況ではないとい

うふうにお聞きしております。多分それは一緒だろうと思います。ただ、何もしないと

いうことじゃなくて、次のステップに向けて、詳細には聞くことができませんでしたが、

例えば５Ｇあたりの動きに変えるとかというようなところが、キャリアの会社としての

中心的な考えだろうというふうに思ってます。

ただ、一方で、やっぱり不感地区があるというところに対しての、どういいましょう

か、思いは解消というのは確認をさせていただきました。あわせて、先ほど申し上げま

したように、家庭用の小型基地局という設備があるようでありまして、フェムトセルと

いう話だそうです。ですから、その機械を対応すればそれなりの解消ができるというふ

うな御提案をいただきましたので、それに向けて実施ができる形っていうのを今模索を

させていただいているっていう最中でありますので、今後その辺の、町だけではできる

話ではないですので、そういったところが実現可能になるような推進のほうを今強力に

進めていきたいというふうに思っております。増幅器は増幅器であったようですけど、

それ以外の設備っていうか、備品的なところだというふうに私自身は認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 先ほどおっしゃいました、全く入らない、それから増幅

器をつける、あるいはキャリアの変更という話がありました。キャリアの変更というの

は、それは可能なんでしょうか。

入らないお宅、入らない携帯を持っておられる方が、例えば、それは、キャリアを変

更していただいて入るようにするということなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） その話は最終的には個人の判断という話になりますが、やはり

情報の提供というのはしてあげるべきだろうというふうに思っています。それは既に御

承知のとおりかもしれませんし、知っとるけど、こっちがいいという個人の嗜好的なと

ころもあるというふうに思っておりますが、ですから、そういったこととあわせて、先

ほど申し上げました、やっぱり電波が弱いところのエリアの皆さんには、先ほど申し上

げました設備のほうのフェムトセルですか、そういったとこの情報の提供も併せてしな

がら、解消に向けた取組に進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） フェムトセルですけども、これ、各キャリア、そして金

額もそれぞれあるようです。

これは個人で購入するのか、あるいは町が補助されるのか、この辺りはいかがでしょ

うか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） その辺の今の、どういいましょうか、整理はまだできてない状

況でありまして。といいますのが、キャリアもそうですけれども、今うちは光化を入れ
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させてもらってます。ですから、その光化の運用をさせていただいている会社の皆さん

との協議がこれから必要になるというふうに思っていますので、そういった状況を鑑み

ながら、ベストな形はどうなのかということは前向きに検討していきたいというふうに

思ってます。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 少し説明のほうをさせていただきます。フェムトセルは、

ドコモ、エーユー、ソフトバンクと全ての会社のほうで用意をされておられます。増幅

器と違いまして、増幅器は、いっても、ある電波を拾って増幅しますので、かなり不安

定なところもありますけども、今回のフェムトセルの仕組みは、本当に各御自宅に基地

局ができると、半径１０メーター程度だというふうにお聞きしておりますけども、その

範囲でいきますと、かなり安定的に携帯で通話をすることができるものになっておりま

す。

ただ、これは、うちでいいますと、中海テレビの回線を利用して機器を接続していく

ことになります。今ここで解決しなければいけない課題が一つありまして、今の中海テ

レビの回線がすぐに今の段階では利用できないと。解決しなければいけない回線使用の

課題がありますので、そこを解決した段階で各キャリアと話をすることによって、フェ

ムトセルも各家庭で御利用ができるようになってきます。

基本的にはフェムトセルの利用は各家庭と各キャリアのほうで行っていただくような

形になりまして、基本料金でありますとか、そういったものはかかってこないというふ

うにお聞きしております。ただ、電気代が月に約２００円程度かかるということを聞い

ております。まだそこの部分を補助するとか、そういった話はできておりませんけども、

なるたけフェムトセルも活用した形で不感地域の解消に努めていきたいというふうに考

えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 事業を行うには計画がとても大切です。それで、先ほど

のフェムトセルの解決しなきゃいけない問題というのもあるでしょうし、各キャリアの

それぞれのエリアを広げないというようなこともあるようですけども、不感地域解消へ

向けての大体工程っていうのはいつ頃をめどに、なかなか立てにくい部分はあると思う

んですけども、この先どれぐらいの目安で考えたらよろしいでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） その辺についてはちょっと相手の交渉方と、多分お金ではなく

て作業的なところも含まれてくるというふうに思ってますので、その辺はちょっとまだ

具体的な交渉しているわけではありませんので、少しちょっとスケジュール的には何と

も言い難いかなというふうに思っておりますが、いずれにしても、早急にその形をでき

るようなまず交渉も含めて努めていきたいというふうに思ってます。

また、エリア化につきましては、やはり全くしないということではなくて、場所によ
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ってはエリア化の中が効果が高いということももちろんあるというふうな認識をしてお

りますので、例えば観光地であるとかそういったところも、現在は不感地区だけど、観

光地域になっているというようなところもありますので、そういった観光を推進するが

ためのエリア化というところは併せて検討はしていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 私は昨年、石霞渓は不感地域でも仕方ないかなというこ

ともちょっと思ってた部分があるんですけども、ただ、住民の方から、石霞渓こそやっ

ぱり入れるべきだろうと。これはなぜかというと、日南町の防災基地があります。ここ

は、まず、何としてでもそこにつながるところ、少なくとも安全・安心な町もそうです

し、ここは力を入れてやっぱり整備するべきではないでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 入るけどな。あそこは……（発言する者あり）入る。

中村町長。

○町長（中村 英明君） ちょっと再確認をする必要があるかなと思いますが、先ほどお

っしゃられました防災基地については、一部のキャリアは入るというふうな認識をして

おります。全てのキャリアが入るかどうかというのは、ちょっと今手元にありませんけ

ど。といいますのが、あるキャリアだったと思いますが、防災基地に電波を届けるため

に新しい基地局を建てたというような、どういいましょうか、書類に判こを押したよう

な気がするので、１つだけは１か所は入るというふうに思っています。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） その１つのキャリアが入ってよしとするのか、それとも

全て大手４社のキャリアがやはり入るべきなのか。やはり人によっては、消防団員でも

いろんな携帯を持っています。町の職員もいろんな携帯を多分お持ちだと思います。そ

の１つでいいのか、じゃあ２つなのか、４つなのかというのはなかなかちょっと議論す

るところはあると思うんですけども、やはりもう少しこれは力強く、安心・安全な町の

日南町を目指すんですから、ちょっと取り組んでいただきたいんですが。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほど申し上げましたように、エリア化については全くしませ

んということではありませんので、そういった観光地も含めた形の中で再度調査をさせ

ていただきながら前に向けて進めていきたいというふうに思っています。いずれにして

も、議員おっしゃられるように、大きく４社のキャリアがありますし、実態的にもそれ

ぞれメーカーが違う携帯電話を所有されている皆さん、町民だろうというふうに思って

いますので、そういった方々にできるだけ多くの、どういいましょうか、不感地区の解

消というのは必要なことだろうと思いますので、できる内容っていうものを精査しなが

ら前に進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） ２月１４日にＤＸ推進会議が行われたとのことです。内
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容について少しお聞きしたいんですが。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） ２月１４日の会におきましては、令和４年度のタスク管理

を行ったほか、令和５年度の計画についての作成を情報共有をさせていただいて、今年

度中に令和５年度の計画をつくっていくというところを確認しました。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） それはどんな課題があり、今後どんなことを取り組んで、

どう解消するようなことが何かお聞きできますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） アクションプランそれぞれありますので、それぞれの進捗

状況をそれぞれの課で確認をしていただくことがまず第一であります。その中で計画の

ゴールを、例えば変更が必要なものであるとかそういったものを各課で洗い出して、う

ちのＣＩＯ補佐がヒアリングを行いまして、一緒に洗い出しのほうを行っております。

令和５年度に向けて必要な修正でありますとか、例えばゴールの設定期間の変更である

とか、そういったことを協議してまいりました。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 午前中の補正予算のところで、ＤＸ専門員が確保できな

かったというお話がありました。今後確保するということでありましたけども、確保で

きなかったのを、これからどのようにして確保していかれるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） そこにつきましては、本当に令和４年度は確保できなかっ

たというところは、企画課としてもすごく反省のほうをしております。現在来ていただ

いておりますＣＩＯ補佐にもお願いをしながら、人材の確保できないかということの相

談を受けておりますし、今年度から山陰合同銀行さんとも協定のほうを結ばせていただ

いておりますので、人材の紹介でありますとか、来年度は確実に人材が確保できるよう

に努めてまいりたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 自治体ＤＸ、デジタルの活用によって住民サービスの向

上が、これが誰もやっぱり望んでます。以前お聞きしました、住民課の窓口で証明書の

発行手数料にたったもカードは使えるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 現在使用できません。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） それはなぜ使用できないんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 収受の問題があります。うちのほうのところが、窓口がち
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ょっと煩雑になるっていうところと、現金の収受が時間がかかるということと、窓口対

応等、また時間がかかるというところも含まれて、今のところは、検討中ではあります

けども、現在できてないというところであります。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 私、以前にも申し上げたんですけど、やはり、まず、隗

より始めよですよ。それを行政で使えなくて、町内の店舗といいますか、事業所になか

なか普及はしにくい部分もあると思うんですが、ぜひやっぱり住民課で、町民みんな持

ってるんですよ。ですから、住民課、証明書の発行手数料、少なくとも発行手数料は使

えるようにしてほしいと思いますが、そう思われませんか。どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） おっしゃるとおりだというふうに思っていますが、ただ、内部

的な規定だとか、どういうところが支障になるのか、課題になるのかということは明確

にしながら進めていけれるところは進めていきたいというふうに思ってます。たったも

カードをつくった目的が、いわゆるデジタル化への、どういいましょうか、御高齢の皆

さんも含めてですが、浸透していきたいということとあわせて、地域経済の循環という

ところが大きく分けての目的でありましたので、そういったところが、これからの時代、

いずれにしても様々なことが変わっていく社会になるというふうに思っていますので、

そういったところができる、何が今支障になるのかということはちょっと明確にしなが

ら検討を進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 一つ確認したいんですが、日南病院は使えるんでしょう

か。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 日南病院のほうも、まだたったもカードの導入はでき

ておりません。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 先ほど自治体ＤＸで、町長、電子化という話もされまし

た。電子化とは例えばどのような、ちょっと抽象的ですね、電子化とはこれは、先ほど

の答弁の電子化とはどういうことを示しておられるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今考えておりますのが、住民の皆さんが町に対していろんな書

類的な申請だとかがあるじゃないですか。そういった紙ベースではなくて、電子化によ

る申請っていうところを、将来的にはそういったことができるような体制づくりにして

いきたいという意味での電子化であります。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） デジタルの活用といえば、やはりドローンがあります。
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先日、日南小学校に小型ドローンが寄贈されました。現在は活用状況いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 三上教育課長。

○教育課長（三上 浩樹君） 小学校にたくさんのドローンを寄贈していただきまして、

今、子供たちが例えば自主的に校内でイベントを開催して、ドローンを使って仲間づく

りに貢献したりというような活動もしていただいていますし、それから、ドローンを活

用したいろんな産業、そういったところもちょっと勉強したりということは聞いており

ます。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） ドローンの世界大会もあるので、ぜひ日南小学校からそ

ういうところに参加できるような子供たちも出てくるといいと思います。

そうすると、総務課にあるドローンは、活用状況はどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） ＤＸ。

實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 以前お答えしたところと重複するかもしれませんが、今年

度に当たりましては、総合防災訓練での活用を一部させていただきましたし、広域消防

訓練等でも見ていただいて、多少ごたごたしたところもございましたが、そういったと

ころで活用させていただいております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 現在、庁舎内で何人の方がドローンを操縦できますでし

ょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 現在、公費を活用させていただいて試験というか、講習を

修了した者は２名、もう１名は現在講習中だったように承知しております。そのほかに

も個人的に所有し、使用されている方も合わせると五、六名というふうには承知してお

ります。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 毎年講習会に参加して、ドローンの操縦免許を取ると、

それから、各課、最低でも１名ずつは保持するということを先日おっしゃいました。そ

れはそれで進めていただきたいと思います。

すばらしい空撮を撮るドローンですから、町のホームページに四季折々の日南町の景

色を載せるとか、やっぱりそういうアピールをするべきではないんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ホームページ等のお話もありましたけど、どういいましょうか、

四季折々のものは載っているというふうに思っていますが、ただ、それと、やっぱりド

ローンという形で空からの景色っていうのは、私たちが今までの日頃からそういうのは

目にすることが少なかったというふうに思っているので、効果的な、どういいましょう
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か、ＰＲっていうか、情報発信の源にはなるのかなというふうに思っていますので、そ

れこそいろんな空撮の撮り方というのを、技術的なところはこれから勉強する余地はた

くさんあるというふうに思っていますけれども、そういったところを取り入れながら町

としてのＰＲにつなげていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） これから桜の季節を迎えますので、ぜひ鳥になったよう

な映像を流してほしいと思います。

コロナ禍により在宅勤務あるいはリモートワークという新しいスタイルができました。

数字は先ほど町長おっしゃいました。実際は、在宅勤務、どうなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） いわゆるコロナ禍における在宅勤務とかリモートワークという

ところの中でいえば効果的だったというふうには思っています。ただ、実際に在宅でそ

れこそ仕事する中で、やっぱり不慣れなこともたくさんあったのではないのかなという

ふうに思ったり、あるいは書類を、どういいましょうか、手元にあるわけではないので、

その辺の、どういいましょうか、仕事の効率化っていうところからいくと、やはりまだ

まだの部分は当初の段階ではあったかなというふうに思っていますので。ただ、これか

らの在り方として、こういった仕組みができたので、できるっていうことだけは確信が

できてるっていうふうに思うので、内容的なところの実務的なところがより効果的にな

るようなことは、少し勉強する余地はこれからは残っているのかなというふうに思って

おります。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） そうしますと、それはこれからどんどん推進するべきな

のか、それとも、コロナ禍の仕様ですから、今後はやはり、どうなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） コロナ禍を明けてからどのように活用していくかというこ

とでありますけども、今回シンクライアントの端末で在宅ワークでありますとかリモー

トワークを経験した職員が、恐らく町の職員のほぼ、全員とは言いませんけども、かな

りの数が体験したと思います。実際にできる業務としましては、ほぼほぼ自席でデスク

トップのパソコンでできることは全てできると言っても過言ではない状況です。ただ、

プリントなんかするときの、紙を印刷するときに、例えば自分が家でしている、その自

分のプリンターに出すことができなかったりとか、そういったちょっと不便さはありま

すけども、基本的には町の役場の自分の席でできることは全てできるような内容になっ

ております。

今後ですけど、今は自席で仕事をしてますけども、例えば会議室に今後職員の、今職

員の端末も更新しておりますけども、ノートパソコンを導入しております。そうなって

くると、職員が一堂に集まって、例えば会議室の中で仕事ができるとか、そういったふ
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うな自席にとらわれない仕事の仕方もできるようになってくるのかなと思います。今後

まだどういうふうに活用していくか、きちんとした方針は決まっておりませんけども、

様々な仕事の仕方に対応していけるんではないかなというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） リモートワークの環境整備によって、移住定住へのつな

がりも増えると思います。この辺りの取組はいかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように、リモートワークが町内でもできるっていうこ

とは、全国どこでも行けるっていう話だろうというふうに思っていますので、そういっ

た意味での、どういいましょうか、日南町内で光化が整っていますというところはＰＲ

の一つになるというふうに思ってますし、そうしていきたいというふうに思っています。

それと、やっぱり職員で申し上げると、逆に、例えば私が出張中に決裁ができるとか、

そんなことの活用ということも可能になる時代でありますので、そういったところの仕

組みも効果的に使いながら事務の効率化にもつなげていきたいというふうに思っており

ます。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 企業誘致の質問をします。先ほどおっしゃった日南町の

強みを生かしたというのは、何が強みなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 企業誘致でもいろんな業種っていうところがあるというふうに

思ってますし、また、これからできる、できるというよりも、これから新たにつくり上

げるような業種っていうのもあるというふうに思っています。

一つの強みっていうのは、先ほどの光化は当然そのことだろうというふうに思ってい

ますが、先ほど質問のほうに申し上げましたけど、鍵掛道路の開通が令和の７年という

話で進んでいただいておりますので、それができればまた、どういいましょうか、直接

的な企業誘致になるかどうかは別として、交流のほうが、あるいは広島側からのこっち

側に来る皆さん方が、台数が増えるっていうのは事実だろうというふうに思っています

ので、そういった意味での何かのきっかけっていうことをやっぱりつくっていきたいと

いうふうに思っていますし、その前段で、あわせてですが、鳥取県のやっぱり企業に関

する情報というのをしっかり捉えながら、ある程度の業種的な目安みたいなところも感

じながら企業誘致は進めていきたいなというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 企業誘致をされるときに、やはりその会社の将来性等を、

それからよく調査される必要があると思うんですけども、どの程度調べられていますで

しょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。
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○町長（中村 英明君） 現状では、どういいましょうか、そこの段階まで行ってないと

いうのが現状でありますので、これからしっかりとした形を取っていきたいというふう

に思ってますし、当然企業誘致でありますので、一般的に言えば、広い、どういいまし

ょうか、造成地が要るって話もつながるというふうに思っておりますので、そういった

ところはどこまでできるかっていうことも、そういった形の具体的な検討を進めていき

たいというふうに思っておりますので、具体的な今、企業誘致の、誰々とか、どの業種

っていうところの選定までは至ってないというふうには申し添えておきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 会社決定のポイントも幾つかあると思います。それから、

なぜ日南町に来たいかっていう志望理由っていうんですか、理由もあると思うんですけ

ども、その辺りはいかがお考えでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように、日南町でも過去はそういったケースの企業誘

致という流れがありまして、実態もあったというふうには思っています。ただ、これか

らの時代はまた違った形の業種っていうのも生まれてくる可能性もあるっていうふうに

思ってますので、別に門戸を、どういいましょうか、閉める必要もないというふうに思

っていますので。ただ、将来性というのは当然検討の余地はあるというふうに思ってお

りますが、その辺の情報をやはり、うちだけではなくて、鳥取県だとかも含めて紹介を

いただきながら進めていきたいなというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 日南町の財源確保のために、やはり積極的に取り組むべ

きだと思います。この辺りはいかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほど最後に申し上げましたように、やはり将来の日南町とい

う町の姿に大きく寄与するものだというふうに私自身も認識しておりますので、ですか

ら、積極的な活動をこれからも進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 町が活性化し、住んでる人が誇れるまちづくりを取り組

んでいただきたいと思います。

以上で私の一般質問終わります。ありがとうございました。

○議長（山本 芳昭君） 以上で櫃田洋一議員の一般質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） ここで暫時休憩といたします。再開を２時１０分からといたし

ます。

午後１時５５分休憩
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午後２時１０分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き一般質問を続けます。

タブレット２ページ。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ロシアによるウクライナ侵攻の紛争が始まって２年目と

なり、ますます厳しい状況になりつつあります。第三次世界大戦にならないことを祈っ

ております。また、日本の経済、特に電気代や燃料費の高騰を中心とした物価高に、政

府の経済対策に注目が集まっております。では、一般質問に入ります。

このたびは３点について質問いたします。１点目はグリーンドリーム計画について、

２点目は帯状疱疹ワクチン費用の一部助成について、３点目は養豚農場について行いま

す。

このたびの３月議会は中村町政２期目のスタートに当たり、今後４年間の町政運営を

行われる、特に注目される施政方針と思っております。したがいまして、まずは、１期

目の取組目標でありました検診受診率８０％、ふるさと納税寄附金１億円、結婚件数５

０件の実績について質問いたします。

次に、今年度の施政方針の中で、町長が２年前に命名されたグリーンドリーム計画に

ついて質問します。計画をされましたが、町長の思いや考えは計画に十分織り込まれて

いるのか。次に、作成に当たり、過去の取組の実績に対して町長は検証されたのか、ま

た、報告を受けてどのような指示をされたのか。新たに作成されたグリーンドリーム計

画の数値目標で、町長が最重要の取組と思っておられる３項目程度の説明をお願いいた

します。

２点目は、帯状疱疹ワクチン費用の助成についてであります。昨年から近隣の日野病

院では帯状疱疹ワクチン費用の一部助成を開始されたが、日南町として取り組まれる考

えはあるのかを質問します。

最後に、養豚農場についてであります。今年２月２日の議会全員協議会以降、どのよ

うな変化点があったのか、また、町として今後の取組内容について質問をいたします。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 執行部の答弁を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 大西保議員の御質問にお答えします。

まず、町長の施政方針についてということの、第１期目の目標の３点の実績について

の御質問です。検診の受診率は、令和３年度実績で、がん検診が２ ９％、特定健診の

ほうが４ １％でありました。住民の皆さんが積極的に検診を受けていただくよう８０

％の目標数値を掲げた令和元年以降、集団検診の予約制の導入でありますとか、ピロリ

菌の抗体の検査の開始、あるいは胃がん、子宮がんの検診の医療機関の拡大、大腸がん

の検診の窓口の受付、モデル地区の設定によります勧奨の強化、受診者へのたったもポ
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イントの付与など、様々な取組を行ってまいりました。しかしながら、コロナ禍の影響

で低下した受診率は、以前の水準にはいまだ回復には至らず、本町においてもコロナ感

染状況による急な日程変更など影響を受けました。健康寿命の延伸のためにも、まずは

自分自身の身体を知るきっかけとして、新年度におきましても積極的な受診への啓発強

化に取り組むとともに、がん検診の精密検査対象者の精密検査受診１００％を目指して

いきたいというふうに思っております。

次に、ふるさと納税の実績についてでございますが、令和５年の２月２４日現在の令

和４年度寄附実績ですが、個人版が７３０件、数字にしまして２１８万０００円で、

前年度に対しまして件数が６９％、寄附額のほうが６１％となっております。また、企

業版の寄附実績についてですが、２件の１５０万円、前年度実績に対しまして件数が５

０％、寄附額が６８％となっております。なお、企業版に関しましては、令和４年度で

今、交渉中のところが２件ありますので、申し添えておきたいというふうに思っており

ます。

個人版につきましては、これまでの取組に加えまして、新たに本町の地場産品の主力

でありますトマトについて、ＪＡ鳥取西部の日南トマトを正式に返礼品に追加しまして

推進を行ってまいりました。また、企業版についてですが、現時点の２件、１５０万円

の実績に加えまして、現在、引き続き別の２件の交渉を進めているところであります。

しかしながら、コロナ禍におきまして、個人版、企業版とも寄附額の増加を目指して、

寄附してくださった方をはじめまして、事業所、企業への積極的な訪問やアプローチな

どの十分な対策が打ててないことから、体制を見直し、今後さらなる深掘りをしていき

たいと考えております。具体的には、令和５年度からは、これまでの職員の兼任体制を

見直し、ふるさと納税の推進につきましては、専任として地域おこし協力隊員を雇用、

配置し、これまでにも増して推進強化を図り、寄附額の１億円の達成に向かって進めて

まいりたいというふうに考えております。

次に、結婚の件数についてですが、令和元年度が６件、令和２年度が１２件、令和３

年度が１０件、令和４年度が２月の２８日現在で１件、合わせて２９件となっておりま

す。新型コロナの感染症拡大防止の影響により、人と人とが出会う機会が少なくなって

いるのも大きな要因の一つであると感じておりますが、婚姻の奨励事業など、引き続き

実施していきたいと考えております。

次に、グリーンドリーム計画についての御質問ですが、町長の思い、考えは計画に盛

り込まれているのかについての御質問です。このたびの第四次日南町環境基本計画、グ

リーンドリーム計画では、日南町の環境基本条例の理念に沿いながら、地球温暖化対策

により重点を置いて策定しております。二酸化炭素の排出量削減策を強化しながら、本

町の特徴でもあります、過去から受け継いできた豊かな自然環境を守り育てることでさ

らに吸収量を増やしていき、町として地球温暖化防止に貢献していくという私の考えを

盛り込んでいると思っております。
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２つ目の過去の取組の実績に対して町長は検証されたのか、または、報告を受けてど

のような指示をされたのかという御質問ですが、毎年、数値目標の結果が出た時点で報

告を受け、主に達成率の低い項目について、要因の分析と対策についての強化を指示し

ておるところであります。

３つ目のグリーンドリーム計画の数値目標におきます最重要な取組についてというこ

とで御質問ですが、１つ目は、やっぱり町有林の皆伐・新植面積について、令和の５年

度から令和の１２年度までの８年間で７３ヘクタールを目標として設定しております。

森林の適正管理と二酸化炭素の吸収量の拡大を目指すものでございます。

２つ目は、食品ロスの削減と、生活困窮者支援を目指すフードドライブ、いわゆる食

品の寄附活動ですが、この取組の協力者数を令和１２年度までに年間２００人に、リサ

イクルの推進を目的に廃食油回収量を年間５００キロに拡大する目標を設定しておりま

す。既に実施しておりますが、目標が達成できるように、実施方法を再構築していきた

いというふうに思っております。

３つ目は、町主催の環境の講演会や学習会を年間３回以上実施する目標を設定してお

ります。月並みではありますが、一人一人の行動の変容につながるような啓発や情報の

提供が最も重要であると認識しております。日常的な啓発として、町報なども活用し、

工夫して効果的な啓発や情報提供をしていきます。実施に当たりましては、随時変更、

見直しを行い、修正を加えながら推進をしてまいります。

以上の数値目標を最重要として取り組んでいきたいというふうに考えております。

続きまして、帯状疱疹ワクチンの補助についての御質問です。帯状疱疹ワクチンは、

予防接種法に基づかない任意の予防接種です。県内では、日野町が令和４年度からワク

チンの費用の一部助成を開始されております。日南町においても、任意の予防接種であ

りますインフルエンザや風疹、おたふく、Ｂ型肝炎の接種希望者に費用助成を行ってお

りますが、帯状疱疹ワクチンにつきましては現在、費用助成は行っておりません。帯状

疱疹は、ストレスや疲労、免疫力の低下により発症率が高まり、５０歳以上の日本人の

約３人に１人が発症するとも言われております。コロナ禍の中、全国的にも罹患者が増

加しているとの報告もあり、町としても、日南町としても、罹患状況や県内等、市町村

の動向に注視しながら前向きに検討を行ってまいります。

続いて、３つ目の養豚農場についてということで、２月２日の全員協議会以降の、ど

のような変化点があったのかについての御質問です。令和５年の１月１０日に継承され、

ファロスファームから水質の汚濁防止法に基づきます承継届が、令和５年２月３日に鳥

取県のほうに提出されました。経営はファロスファーム株式会社、その農場の委託作業

を合同会社セントラルオペレーションが行われると認識しております。改修計画につき

ましては、その進捗状況を把握できておりませんので、引き続き情報の確認を行ってま

いりたいと思っております。

町としての今後の取組の内容についての御質問ですが、まずは事業者の改修計画につ
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きまして、進捗状況を確認していきたいと思います。それらを踏まえ、地元の陳情者と

協議しながら譲渡先のファロスファームと、以前のような水質汚濁が起こらないように、

しっかりとした対策計画や協約書の締結に向けて話を進めていきたいと思ってます。ま

た、今後の話合いの中で、地域との連携につきましても様々な提案を検討しながら進め

ていきたいというふうに考えております。

以上、大西保議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 再質問がありますか。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 私はグリーンドリーム計画を大変注目しておりまして、

過去５年を１期として３期１５年、そして新たな第４期が始まるということで、町長も

２年前にグリーンドリーム計画をやろうと、その意気込みを私は大変注目しておりまし

た。そのときに、やはり計画立てるとき、十分な現状把握、分析、対策等々必要なので、

一つの事例として１期の目標に対する実績ということを聞いたわけです。私も以前に質

問したときに、大変目標数値が高いですねと。いや、これは高くやって、これをやって

いくということを答弁されたんで、私はそれを思っておったわけです。それをベースに、

私はグリーンドリーム計画の具体的な内容に対して質問したいと思っとるわけですけど

も、一つ、ふるさと納税につきまして、今、日南町は令和３年度実績で全国で何番目ぐ

らいだと思われますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） すみません、存じ上げておりませし、調査もしておりません。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 参考に申し上げますと、８００ある自治体で３５８

位です、まあ４００番です。ちなみに江府町は４１９位です。金額が令和元年度から

５００万円から１億４００万円、令和３年は４億０００万円と。そして、これが

全て自主財源になって、一部では学校の給食費を無料化にするというような、すばらし

い取組をされておるわけです。自主財源の中でいろいろありますけども、ふるさと納税、

今度は地域協力隊の方に専任でされるということですけども、やはりその辺を愛情を持

って、ふるさと納税が日南町にできて、いろんな有効な活用をできるような、自主財源

ですのでね、やっていただきたいと思います。

では、実際にグリーンドリーム計画の１番に聞きますが、町長は答弁の中で、今まで

の計画で目標を達成してない項目について、毎年報告を受けて、取組強化を指示したと

いう部分、どの項目を指示されたんですか、どのように。もし記憶があれば教えてくだ

さい。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 全て記憶しておるわけではないですが、基本的にごみのほうの

１人当たりの排出量というところがあったというふうに思っておりまして、人口が減少
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する中で１人当たりのほうが少し増える傾向、増えた数字っていうところもちょこちょ

こ見受けたというふうに思ってまして。ですから、その原因は何なのかっていうところ

を、どういいましょうか、収集してる皆さん方の意見を聞いたりとか、そんなところを

ちょっと、どういうか、調査してほしいというような話はさせていただきましたけれど

も、その結果も聞いた経過がありますけれども、なかなか詳細についての分析っていう

のは難しいというふうに思っておりますが、経済活動あたりの購買あたりが少し増えて

るのかなというふうな思いであるとか、場合によっては、あくまでも想像ですけれども、

独り暮らしの、若い人も含めてですが、そういう方が多くなっているので、そういった

購買力の結果の背景も一つはあるのかなというような話を聞いておりますけれども、具

体的な綿密な背景の分析っていうところには至りませんけれども、そういう傾向にある

なということは一つは言えるのかなというふうに思ってますし、また、昨今は、やっぱ

り太陽光の補助制度だとか、そういうのをやってきました。ですから、最近は、少し以

前のような積極的な補助件数には至ってないのかなというふうには思っているところで

すが、これは多額な費用もかかるって話もありますので、なかなか難しいのかなという

ふうに思っておりますが、これからの中でいくと重要なことかなというふうに思ってま

す。

一方でいくと、まきストーブですね。ストーブあたり、ああいったところが少し最近

の傾向として、毎年数件ではありますが、増えてきてるのかなというようなイメージは

持っておりまして、そういったところはこれからも、町内の資源活用の一つでもあるし、

再生エネルギーの活用ということも含めて、どういいましょうか、多くの町民の皆さん

に御利用いただけるようであったらいいのかなというふうな全体的なイメージを持って

おります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 今まで５か年計画で、第３期で、項目は２５項目あるん

です。今、町長が３つ言われましたけども、半分以上は達成してないんですよ。今、ま

きストーブとかどうのこうの言われたけど、もっと重要なことがあるんじゃないですか。

そして、もう一つは、ごみの減量化について、１人当たり、物すごい重要だと思いま

すよ。環境でこれを外したら駄目なんですよ。なぜかというと、次の新しいグリーンド

リームがそれに入ってないんですよ。重要だと思いますよ。環境問題で、分別とか、リ

サイクルとか、ペットボトルとかいろいろで、本当に重要な内容なのに、それが次の計

画に入ってない。そして、今まで見た中で要因分析して対策をしなさいという指示され

とるのに、難しいからやめましたと。ちょっとそれはおかしいんじゃないですか。まず、

ごみだけでも結構です。ごみは、清掃センターがあり、収集されてやってるはずなんで、

なぜそれが難しいんですか。

それよりも、リサイクル率が抜けてしもうとるんですよ、新たな計画では。環境とい

うのはいかにリサイクル、１００％でなくていいんですよ。大体今までの実績をグラフ
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で見てます。大体２５パーか３０パーをこうこうしてますよ。もっともっとリサイクル

増やしていって、焼却しないように。それで、家から出すときは、できる限り紙とか生

ごみとか分けて最小限を出すとか、そういう取組が一番大事なのに、抜けてしまっとる

んですよ。

これについて、町長、どう思われますか。グリーンドリームですよ。山のことだけが

グリーンドリームですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回新しく見直しをしてほしいという趣旨の、趣旨は、一つは、

私は網羅していただいているというふうに思ってますし、グリーンドリーム計画全体の、

どういいましょうか、区分といいましょうか、内容的にはある程度は整っているという

ふうに思っています。

ただ、目標数値をどこに、数値目標というところの分野で申し上げると、議員おっし

ゃられるようなところはあるのかなというふうに思いますが、ただ、今回してるのは、

審議会でも先般ありましたけれども、どういいましょうか、できるところからまずは進

めていくっていうことと、ＰＲだとかそういったところの、どういいましょうか、重要

性というのがこれから大事になるというふうな話をしていただいたり、内容によっては

毎年でも修正を加えていきましょうという、審議会の会の中も御意見もいただいている

というふうに思っています。

ですから、最初のところで重要な部分が欠けてるってお話もありますけど、決してそ

のことをなくすということではなくて、重要事項として推進するのをまず決めた段階で

進めていきましょうという捉え方をしていただきたいというふうに思っております。全

て今までの計画をなくすとか、目標数値がないからということではなくて、そういう捉

え方をしていきたいというふうに思っていただくと幸いかなと思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 個々の項目に入る前に、今回びっくりしたんですよ。何

かといいますと、今回は８年計画なんです。今まで１期５年、５年、５年で３期、４期

目は８年と。なぜ８年に、８年いうたら、もうあと２年足したら１０年一昔いうんです

よ。町長も２期、３期やるんだったらどうぞやってください。あんまりにも長くして、

中だるみになりますよ。もっと短く、３年ぐらいに切って、最終は２０３０年の８年後

を目指したらいいんですけども、それぐらいのサイクルやらないと、８年間ほとんどチ

ェックされてない状態でこのようになったら困るんで、今までの実績が実績なんで、今

回大変、私は気にしてるわけ。

町長が２年前にグリーンドリーム計画つくるんだという意欲を持っておられるんで、

それはどうですか。幾らでもいいんですよ。できれば３年か５年、５年だったら５年で

いいんですよ。８年は長過ぎると思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。
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○町長（中村 英明君） 今回の２０３０年というところの目標値に定めたのは、いわゆ

る気候変動に伴う形の中の一つの、どういいましょうか、ポイントであります２０３０

年というところがありましたので、そこを基軸に、取りあえずこの期間に設定したとい

う方向で御理解いただければと思います。

ただ、内容的には、先ほど申し上げましたように、修正をしていくっていうことは当

然これからもあり得る話だし、審議会でもその辺の内容については確認されております

ので、そういった柔軟な計画変更も含めて、実施に向けて頑張っていきたいというふう

に思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） そのためにも改善サイクル、ＰＤＣＡを回していかない

といけない。最低でも１年、できれば半年、３か月、それをやらない限り、年に１回し

かやらないでは困ります。

ただ、今回、町長が環境審議会、２月２８日に出られました、夜。議会の皆さんも１

週間スケジュール分かるんで、私もおっと思ったんですよ。これについては２００点満

点あげます。いや、今まで町長がそんな、そんな言うたら、環境審議会に出られたこと

ないと思いますよ。でしょう。思いを伝えられたわけですね。副町長は出られないかも

分からないけども、でも、それほどの意欲は私は今回１００点以上をあげるんですが、

今から言う質問をちょっといろいろ、今度は具体的項目に入ります。

今、８年はそのままやるということで、それで結構でございます。ただ、ちゃんとチ

ェックしていっていただきたい。特にグリーンドリームの目玉はＣＯ２ の吸収量、それ

から排出量の削減、これに特化してると思うんですが、ほかの項目は私はもう注目しま

せん、これだけをします。

そうしたら、質問します、１番目に。皆伐・新植、８年間で７３ヘクタールですけど

も、これによってＣＯ２ は幾ら吸収量増えるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） すみません、即答はできにくいっていうか、後日報告させてい

ただきたいというふうに思いますが、基本的に毎年新植をして、皆伐をしてという動き

の中でサイクルをしていきますので、その辺の捉え方っていうのが、以前から森林組合

等にも御協力いただきながら、どれぐらいの数字になりますかっていう話の検討をして

きた経過があります。ですが、ちょっとまだ正式な、これに伴って、８年間の７３ヘク

タールという目標値を達成した場合における吸収量っていうところの、どういいましょ

うか、算式の答えが出てきてないというのが現状ではないのかなというふうに思ってお

りますが、いずれにしても、その辺の数字は把握すべき数字だろうというふうに思って

おりますので、確認をさせていただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、私は、今、吸収量１１万トンや９万０００トン
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といろいろ変わってますけど、これがベースなので、じゃあ、その９万０００トンな

り１１万トンの計算式、全部分かっておるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 多分計算式はもちろんあるというふうに思っておりますが、た

だ、なかなか難しいっていう話は専門家のほうから聞いておりますので、その辺の間違

った数字を出してはいけんということではないのかなというふうには思っておりますが、

最終的にはその辺をしっかりとした形の中で整理をしていきたいというふうに思ってお

ります。

今が、鳥取県からの情報によりますと、１ ４万トンが日南町としての吸収量という

ふうには確認させていただいておりますので、いずれにしてもその数字以上になるとい

うふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 今、県が１１万０００と言われました。それは何ヘク

タールですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 多分三、四年前の数値の基準だろうというふうに思っておりま

すが、要はその時点での日南町における、どういうんでしょうか、森林全体における吸

収量ということでありますので、そういう捉え方をさせていただいております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 日南町には、森林、要するに林野面積、何ヘクタールで

すか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、日南町の面積の８ ６％が森林というふうに認識

しております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、私の質問は林野面積、要するに山に木が植わっと

るその面積を言うとるんです。もっと具体的に言いましょう。今回、グリーンドリーム

計画の１０ページを見てください。そこにちゃんとヘクタール書いてあるでしょう。国

有林、民有林、民有林の中に人工林や天然林とその他あると全部書いてあるでしょう、

それを質問しとるわけですよ。だから、日南町全体の木植わってるそれがベースで今１

１万０００トンなのかを聞いとるだけなんで、なぜそこまで分析してないんですか。

県が言うたから県の数字だけ、今まで全部そうなんですよ、廃棄物も何もかも県かどっ

かの資料を入れてるだけなんですよ。今回のこの資料の引用は県のホームページ、何々

何々、町のデータはほとんどないんですよ、他力本願です。だから、信憑性というんか、

ないわけですよ。

それで、聞きますが、町有林は何ヘクタールですか。これは、農林課長、分かるでし
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ょう。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 約３００ヘクタールというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ということは、ＦＳＣ認証は何ヘクタールですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ＦＳＣの認証林のほうは、町有林はほぼ全部入っていると

思っておりますので、３００ヘクタールというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） じゃあ、そうしましたら、１０ページの中で、林野面積

で国有林３１１、民有林２万０００何ぼ、ここに町有林はどこに入るんですか。町

有林は民有林でないでしょう。何でなんだ、作っとるやないか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ここの中では国有林と民有林という形で分けてありますの

で、３００ヘクタールということになりますと民有林のほうに入るというふうに思い

ます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） それだったら、町有林を民有林から外して明確にしなけ

ればならないんじゃないでしょうか。

これはどこが作成されたんですか。住民課ですか。農林課はこれにタッチしてないん

ですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ここの数値の関係につきましては統計を使用しております

ので、県のほうの資料を引用されたというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、重要なことを言うとるんですよ、今後の運営状況

を確認したいんですね。推進会議のメンバーというのは各課全部入っとるんですよ。要

するに、今まで１５年間やってきたけども、推進会議は１回しか開いてないんです、１

５分の１ですよ。これが運用体制、１番に書いてあるもの、いいこと書いてある。計画

立案からチェックから全部推進会議でやりましょう、座長は副町長なんですよ。

私は１２月に質問したときにも、誰か分からず、私が答えを言いましたけど、推進会

議開かれたんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回、ドリーム計画の３０ページのほうに取組体系っていうと

ころがありまして、先般も審議会のほうでも私のほうから申し上げましたけれども、現

在こういった形の中で推進をしてきておりますと。あわせて、実行がどうなのというと
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ころの中で見直しっていうところもあるようだったら前向きに検討しなさいという指示

をさせていただいております。その中で、おっしゃられましたように、連絡会議あたり

がどうなのかという話はありますけど、現時点では、計画上では今年の６月には実施す

るというような方針も具体的に書かせていただいておりますので、その中で会議の設定

をしていきたいというふうに思っております。

ただ、今回のグリーンドリーム計画の中での見直しっていうか、他の計画との包括的

な部分も一部加わっております。そういった意味も含めて取組の体系あたりを見直しす

るなりっていうことは改めてになりますけれども、要は、実行しやすい形っていうとこ

ろの反省も踏まえて、再構築できるようだったら検討してほしいということのお願いは

させてもらいましたので、いずれそういった形の、新年度になりますけど、そういった

含みも含めて、これからの推進を図っていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 本当に１６年目に入るわけですよ。スキルアップでどん

どんレベルアップしていかないと、ダウンダウンしていって、失礼な言い方ですが、手

抜きがどんどん入ってるという感じがしますんで、本当に環境立町と名をつかれるなら

ば、その辺、町長が環境審議会に出られるってことは私はすばらしいと思っとるんで、

できる限り、トップセールスじゃないですけど、トップからどんと引っ張っていただき

たいというので。

それで、一つ特化しますけども、内容を、いっぱいあったんですけど、一つのことで、

今度新たに２万トン申請されました、２３年度２万トン、これ何ヘクタールですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 新聞のほうで２万トンというふうなものが出ておりますが、

実際にどの面積でというところまではまだ計画が出来上がっておりませんので、今作成

中というとこで御理解いただければというふうに思います。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ２月１５日の山陰中央新報に新聞出てます。２万トンで、

町有林３００ヘクタールのうち７５０ヘクタールとはっきり出とるんですよ。それを

計算したら、逆算すれば、１ヘクタール当たり２万７００トンなんです。これが、私

が言うてる１ヘクタール当たりのＣＯ２ の吸収量なんですよ。それも知らないで数値目

標を出されて、おかしいでしょう。思われませんか。

それともう一つ言いますと、以前に６００トン、一番最初にされましたね。あのと

きは３００ヘクタールなんですよ。そのときは、計算すると、１ヘクタール当たり２万

０００トンなんです。そういう数字がちゃんと出とるんで、それぐらいは知っていた

だいてこの目標数値をつくるんならばいいけども、それを分からず、着地点が分からな

いんですよ。最終、９万０００トンを８年後には１３万トンに持っていかれるわけで

しょう、目標は。じゃないんですか、町長。
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○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） いわゆるトン数の話につきましては、どういいましょうか、当

初の場合は間伐っていうのが主力の話の計算方式だろうと思いますし、今回２０２３年

につきましては、どちらかいうと皆伐・新植っていうか、皆伐というところが主体の流

れも含んでるっていうふうに認識しておりますので、そういった意味でいくと、若干そ

の内容の計算式が単純にならないということだけは言えるのかなというふうに思ってま

す。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ここに分かりやすく、誰でも、町民にこれでパブリック

コメントを求めるわけでしょう。分かりやすくしないと、私でもこれについていろいろ

注目しとるのに、本当に分かりにくい一覧表ですよ。ただし、環境審議会でよう理解さ

れてるなと。

参考に聞きますけど、ＣＯ２ 係数の計算式、御存じでしょうか。委員会でそのような

話出ましたか。ＣＯ２ 係数です。例えば電気だったら何キロワットアワーでＣＯ２ 何ト

ンだと、ガソリンは何トンだと、灯油は何トンだと、プロパンガスはどうなるか、そう

いう基本ベースが全く書かれてないんですよ。私が以前から言うてるのは環境家計簿を、

もう１５年前に、町議の１期目のときに、皆さん、環境家計簿をつけましょうと。パソ

コンで、エクセルデータでぽんぽんと入れれば、ずうっと自動計算できるんです。全く

町では広まってないいうことですよ。あまりにも項目が、見ていくと、説明を聞かな分

からない表なんです。それでは駄目ですよ。

次に聞きます。クレジットの販売の目標が年４００トン。町長、これ町長が決められ

たのか、審議会で４００トンにしようか言われたのか、確かに言葉は４００トン以上な

んですよ。以上いうたら、０００トンも以上です。ちょっと、先ほどの一番最初の１

期目の目標の８０％、何％というのとあまりにも低う見過ぎじゃないですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ここに書いてあるのは年４００トン以上ということでありまし

て、現状から申し上げると、例えば今年度あたりは８００トンから９００トンになるん

ではないのかなというふうには思っております。

ただ、４００トンといっても、例えば一企業で１００トンしていただける会社もあり

ますし、５トンのところもあります。ですから、そういった意味で申し上げると、例え

ば１０トンにしても４０件という話です、以上です。ですから、その４０件というとこ

ろがそんなに、どういいましょうか、みやすい話ではないというふうに思っております。

たまたま今は、現状ではそういう実績を残していただくことがなっておりますけども、

これからの会社の皆さんの経営状況だとか、そういった社会背景を見直すと、決して低

過ぎるという話ではなくて、最低でもこれだけは頑張っていこうよというイメージの中

で御理解いただければというふうに思っております。
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○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、あんまりにも低過ぎますよ。令和３年度は約０

００トンですよ、９７４トン。１月末で今年度は８２７トンなんですよ。それでも目

標の倍ですよ。そして、新聞には、２２年度も８０件、４００トンとなる見通しと書

いてあるんです。これは町が発信しとるんですよ。町が発信しなけりゃ、これ、新聞出

ませんよ。今ちょっと、あんまりにも乖離し過ぎ、逆乖離ですよ。１期の目標はめっち

ゃくちゃ高くて実績低うて、今度は実績はこうなのに、ここを目標置くなんていうのは

これはおかしいですよ。もうちょっと、民間でいくと、本当に経営が大変だからいうこ

とで、計画したら大体プラマイ２０％の範囲、許容範囲ですよ。ちょっとあまりにも低

過ぎると思います。

それで、今回２万トン申請するわけでしょう。４００だったら５０年かかるんですよ、

平均、あくまで。だから、あんまりにもね。もうちょっと、最低でも０００トンぐら

いかけて、ほとんど他力本願ですけど、銀行屋さんに全部されてますからそうですけど

も、あまりにもおかしいと思われませんか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 要は４００トン以上というふうに書いてありますから、ですか

ら、最低限これぐらいは頑張っていきましょうという思いがあります。ですから、それ

は０００トンでもっていう話ももちろんあるのかもしれませんけれども、要は地道で

も、これだけのイメージではなくて、全体的なこの計画のイメージとして、やはり着実

に物事を進めていくっていうことがこれからの在り方の一つだろうというふうに思って

います。

ですから、研修会だとか、そういった講演的なことも含めてですが、多くの町民の皆

さんに御理解いただいて、賛同して進めていくっていうことが最重要ではないのかなと

いうふうに思っておりますので、このクレジットの販売数量に関しましては、そういう

大西さんの御意見というのは貴重な御意見として賜っておきますけれども、４００トン

以上ということで整理をさせていただければというふうに思ってますし、また、おっし

ゃられましたように、これからパブリックコメントを町民の皆さんに求めて、３月の末

には最終的な答申を審議会のほうからいただくっていうスケジュール感になっておりま

す。そういった意味の流れの中で、パブリックコメントの中で御意見をいただいても可

能かなというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） このグリーンドリームであと１件だけ。できましたら、

ページの中にいろいろ書いてあるんですが、太陽光発電のエネルギー、それから水力発

電、何万キロワットアワーと書いてありますけど、これ、ＣＯ２ 換算すると幾らかとい

うやつをＣＯ２ 係数で載せてください。もしくは、私、先ほど言いましたように、キロ

ワットアワー、電気は何ぼ、これ中国電力にちゃんと出ますから。それから、ガソリン
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は全国統一ですんで、係数は、ガソリン、灯油、それから、それがメインですね。それ

ぐらいは、環境のこのＣＯ２ を削減しようという中で入れてあげてください。それじゃ

ないと、何のために何をやって、どういう数字がどうなるんかなという、自分がこんな

ことをやったらどれぐらい効果出るんかなと。省エネしましょう、ＬＥＤしましょう、

電気自動車に乗りましょうとかいったときも、エコドライブしましょうといったときに、

あっ、そうか。今まで月１００リッター使うてたけど、９０リッター、１０リッター減

ったなと。これが一つの取組の削減系になるんですよ、１０％。こういうことを見込ん

でトータル何ぼになるということになりますので、これ意識改革ですんでね、一つは。

これでどうのこうのなりません。ただし、地球の温暖化、どんどんどんどん進んでおる

んで、そういったところを、環境教育、大事です。子供に教える教育が一番大事です。

子供はちゃんと身につきますんで、大人に言うとなかなか難しいですけども、子供のほ

うに教育していただければ将来よくなっていくと思います。

環境については一旦これで終わります。

次に、帯状疱疹ワクチン、要するに胴巻きです。実は、私自身が３０過ぎになりまし

た。当時は４０年前なんで、米子に通勤しておりましたので、最初、ぶつぶつ痛いなと

思っておったんですけど、これは胴巻きだと言われたときに、昔は血管注射の太いやつ

ですわ。そして、土日も来いということで行った記憶がありまして、今、近頃、結構テ

レビコマーシャルでも帯状疱疹のが出てますし、それから百歳体操でも、私、高いけど、

ワクチン打ってきたわというような話も出ております。実際に発症された方を見て、す

ごい方もおられました。もう肩から首からすごかった、何か月も苦しまれておられまし

た。

そういうことで、昨年の３月の新聞だったと思うんです。日野病院の孝田先生が町長

に提案されて、診察されて、多いなということで、２０人分。これ４万円なんですよ、

２回で２万、２万、消費税入れると４万０００円になるんですが、これの１回００

０円助成、要するに２回打たないけませんから。これを、１万円助成を３月議会通って、

そうしましたら、２０人枠がすぐなくなったそうです。そして、６月補正で１００人分

追加補正されたんです。それも相当人気で、要するに使ってるということです。

僕は大変いいことをされてるなと思って、ずっと注目しておったんです。そして、今、

近々で百歳体操行ったとき、私もワクチン打ってきた、打ちに行きたいな、それでいろ

んな方がされてるということなので、どうでしょうか、町として前向きに、今、県の状

況とかいろいろ調べないかんと言われましたが、調べられましたか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 議員、最後の言葉を聞いていただかなかったかなと思いました

けど、前向きに検討しますという発言をさせていただいたというふうに思っています。

あわせて、議員おっしゃられたように、隣の日野町のほうの内容についても確認させ

ていただいておりますし、また、日南病院にも大体年間６名程度の方が今までの実績と
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して接種されてるというふうに聞いておりますので、重なりますけれども、どうも江府

町のほうもされるようなお話を聞いております、先般確認をさせていただきましたけれ

ども。そういった状況にもありますので、前向きに検討していきたいというふうに思っ

ております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） すみません、町長の答弁を聞き漏らして申し訳ございま

せんでした。前向きという言葉をいただきましたので。

いや、本当にこのワクチン、水ぼうそうが最初の要因だそうですけども、皆さんの体

には全部おるそうです、いつ発症するか分からないということで。ワクチンの予防効果

が、５０歳以上であると９ ２％、７０歳以上でやっぱり９０％ぐらいの予防効果があ

るそうです。そして、１回、２回打つんですけども、１０年間予防効果があるそうです。

この打つことによって、２年目、３年、打つ必要ないんです。１０年間も効果あると聞

いておりますので、本当に町長の前向きに検討するということで、できれば６月補正ぐ

らいに出していただきたいんですが、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ６月っていうか、現時点で申し上げませんけれども、早い時期

にはしたいというふうに思っております。といいますのが、やはり隣の町の実績ってい

うところはありますけど、いろんな要綱あたりを整理する中で申し上げると、６月は限

定はしませんけれども、早い段階での補正予算等にお願いをするという考え方を持って

おります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） そうしましたら、３点目の、正式名もファロスファーム

株式会社ということをもう表明されてましたんで、私はそれでいきますが、ここの会社

名の正式名はどうなるんでしょうか、正式名の後は、何々会社何々というのはどうなん

ですか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 会社名はファロスファーム株式会社です。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、ファロスファーム株式会社は分かった。何々とい

うのが分からない、何々農場という。セントラル農場なのか、何農場になるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） まだ正式には看板のほうついてはおりませんけども、向こ

うの会社のほうと話した段階では、ファロスファーム株式会社日南農場ということで看

板のほうをつけたいということで話は伺いました。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、だから、それを聞いとるんですよ。届け書は日南
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農場になっとるわけでしょう。そして今、我々が知らなかったのは、合同会社としてセ

ントラルオペレーションというのしかなかったんで、これはあくまでオペレーションで、

従業員用だけなんですね。でしょう。だから、経営権は、実際にはファロスファーム株

式会社日南農場いうことですね。

たしか１１月ぐらいに立ち入りされて、改修後を見られました。固定資産の確認も行

かれました。固定資産の評価額が変わりましたか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 土地と建物については変わりません。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 建物の設備はどうですか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 設備については、今届出があって、そこの数値のほうはま

だ精査をしてませんので、まだ把握のほうはしておりません。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 固定資産を決めるのはいつなんですか、評価額の最終確

定は。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 基準は１月１日で、届出は１月３１日ですが、まだ入力の

ほうっていうか、そこのところの、私のほうがちょっと確認できておりませんので、確

認できていないというところです。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、１１月の２０日頃に中に入られて、高柴課長は固

定資産の立会いのために入られたんでしょう。そういうことを聞いておりますが、説明

では。要するに、言いたいのは、大きな槽であるとか、測定機であるとか、固定資産の

基準額は幾らですか、固定資産になる。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 償却資産につきましては、申請があってでのところになり

ますけども、土地も建物の償却もそうなんですけども、日南町のほうは ５％というこ

とでなっております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、私はそんなの聞いてないんです。評価額、取得価

格、取得価格がちゃんと出とるんでしょうか。そして、改修、改造した場合に一部廃棄

とか全面廃棄とか、そういうこともやらないけません。全部プラス、プラス、プラスじ

ゃないです。そのために、高柴課長は、実際に現地に行かれて見られたんでしょう。そ

れを正しく評価しないで、これ町税ですよ、固定資産税は。いや、もう見られないんで

すか。
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それともう一つは、取得価格も、伝票なりそういうのをちゃんと経理上見ないと、会

社の言いなりになってはいけませんから。それは脱税行為になりますよ。どうですか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） 前回入らせてもらったのは、建物の確認に入りました。償

却資産においては申請主義ですので、取得価格の申請をもって課税ということになりま

すので、それを確認はしておりません。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 分かりました。申請、あるいはちゃんとチェックをして

ください。固定資産は２０万とか３０万以上、１年以上の耐用年数以上は固定資産外と

するとか、いろいろ基準があるんで、その辺をちゃんと、きちっと町税として納税させ

といてください。

次にお聞きしますが、以前、窓口を町もファロスファームも決めるような話しされと

ったんですが、窓口は決まったんですか、相手の。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 相手方の、どういうか、連絡先等も含めた窓口というのは確認

をさせていただいております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） それは大阪本社なのか、鳥取本社なのか、どちらなんで

すか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 大阪のほうの本社であります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 今回、承継届出たのは、どっから出たんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 大山町の住所地にありますファロスファームの株式会社という

ことであります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ということは、そこの承継届は、鳥取本社から出たわけ

ですね。そして、窓口は大阪の本社との窓口のやり取りですね。支社長は同じ名前です

わ、竹延さん。具体的に、もうオープンになったんで言います。

今回注目するのは、前回町長に質問すると、青写真はない、計画は聞いてないという

ことですが、今回の答弁書でいくと、事業者の実施計画の進捗状況を確認しながらとな

ってる。実施計画あるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ちょっと言葉のほうがあれだったかもしれませんが、前回でい

えば、青写真という話をさせていただきました。その時点ではまだ出来上がってないと
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いう話であります。ないんではなくて、まだこれからつくりますっていう状況で前回は

報告をさせていただいたというふうに御理解いただければと思います。

現時点で申し上げますと、まだその辺の具体的な計画っていうところが出来上がって

ないという話を聞いておりますので、ですから、できるだけ早く報告ができる形を取り

たいというふうな、どういいましょうか、内容のメールをいただいておりますので。で

すから、といいますのが、背景的にはやっぱり、直接的に私が見ているわけではないん

ですけれども、１２月だとかの豪雪、あるいは１月も含めてでしょうけど、そういった

ところが計画と若干違いが発生した形の中で、会社としての計画の多少見直しというと

ころが必要な状況に至ったということもあったというふうにお聞きしておりますので、

いずれにしても、現時点で町としても、その辺の内容についてはいただいてないという

ことだけはお伝えできるかというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、私も、実施計画の進捗状況と言われたんで、実施

計画がもう出たのかなと思っておったんです。そして、前回は、２月２日の全協では、

１月２２日の日曜日に町長自ら行かれて、そのような話をされた、２時間ほどね。その

後、何かコンタクト、メールのやり取りとかはされておるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、こちらのほうに来られたときには立ち寄っていた

だきたいとか、そういった内容のメールはさせていただいてるって、私のほうから指示

をして、そういった文言のメールをしてほしいということだけはやっておりますので、

どういいましょうか、向こう任せではなくて、こっちのほうからもアプローチをかけて

いきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） できる限り、豚も飼わなくて、このままずっといってく

れたら一番いいので、水もきれいなままになると思うんで、環境負荷がないということ

になります。ただ、従業員さんが日南町民であり、いろいろおられる方は７名と聞いて

おりますんでね、合同会社という形で、人事とか給与面はそっから出とると思うんです

けども。

もう一つ、私、２月２日のときに、町長に大変失礼ですけども、私は県に行ったり、

いろいろ情報をいただいて、どうなってますか、承継届出ましたかということを常に聞

いてたときに、県のほうからは何ら町から情報がない。そして、ある課長に話をされる

ため、議事録でも見せてくれ、送ってくれと言っても何にも出てこない。ところが、町

長は、十分連携取ってますよと、県とは。そして、町長が言われた言葉に、私は、そん

ならば、県に申入れをすると言われました。申入れをされたんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 直接的に会議の申入れという形は取っておりませんが、代表の
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方でこういった内容はいただいているので、しっかりこれからも協定をしましょうとい

う話はさせていただいております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） それは日野なんですか。米子の西部総合事務所なのか、

どちらなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 日野であります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 私が言ってるのは、前から言うてるように、米子の総合

事務所なんですよ。だから、総合事務所は、町長の申入れをずっと待っとったそうです。

申入れ書が出た場合には所長に言わないけませんから、なおかつ知事まで連絡するよう

になっとるんですよ。まだ来ません、まだ来ませんと言われたんで、いや、もうすぐ来

るでしょうと。相当町長は憤慨されてましたんでということを、私、言いました。

いや、今後のこともあるんですよ。いろんなこと、連携、いろんな困ったときは県だ

と言いながら、逐次情報交換しながらやってかないと、やっぱり県も、実際に２年前に

入ってもらった新しい副局長さんは、長靴履いて、冬の中、ずっと歩かれて測定された

んですよ。こんな県はおられませんよ。

じゃあ、逆に、私が一番危惧しておるのは、この方が人事異動することが一番気にし

とるんですよ、もう２年ですから。この方で変わったんです。この方が、セントラルフ

ァームの対策会議やりましょう、永禮先生と連携しましょう。知事にも話しして、いい

ことだということで、そこまでなってやってきた方なんでね。だから、町の情報は、町

長が精査しながら、ここは流していいとかいう形でやはりされたらいかがでしょうか。

日野とはよく連携取られてると思うんですが、やっぱり水質汚濁防止法は米子なんで

すよ。こちらは排せつ物法なんです、は日野なんですよ。水質汚濁防止法は担当分かれ

とるんですよ。我々が今回言うてるのは水質汚濁防止法なんで、その辺で特にお願いし

たいんですが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） もともと鳥取県との情報共有であったりっていう話の再整理を

させてもらったのが２年前、３年前ぐらいだったと思います。その中で、やはり鳥取県

側とすれば、おっしゃられるように、分担はそれぞれ違うという話はありますけれども、

窓口的には私は日野というふうに思っております。

ですから、もちろん日野が米子の担当部署との連携っていうのはしていただけるって

いうふうに認識しておりますので、ですから、私が直接米子のほうのという話では、情

報の共有の在り方としてそういう考えを持っておりますので、ですから、直接お話、個

別の話は別として、全体的な流れとすれば、やはり日野を窓口とした形での対鳥取県の

情報共有というふうな認識しておりますので、そこは少し、私もそのように思ってます
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し、県としてもそのように思ってるというふうに私は思っています。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） そうしましたら、今後もまた変化点があったら、議長が

特に言われるのは、やはり全員協議会でいろいろ変化点あったらまた説明していただき

たいと思いますので、あっとなってからでは遅い場合もありますんで。

ちょっとすみません。１点聞くのいうんか、言うのを忘れたんですけど、先ほどのク

レジットの販売４００トンという目標ですが、令和５年度は予算では何トン売るように

なっとるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ５年度の予算としましては、カーボンオフセットの売払い

収入として０００万上げておりますので、換算しますと、約１３０トン程度という

ことになるかと思います。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ですね。要するに、令和５年度のＣＯ２ クレジットは、

今計算したら２５０ですね、０００だから。要するに、０００万円を見込んでお

られます。ですから、もう一度言いますが、４００トン以上には十分クリアしますが、

３倍違うんですよ。それは計画じゃないでしょう。それぐらいは、やっぱりパブリック

コメントがあって、あと修正が可能なので、修正されたほうがいいと思うんですが、ど

うでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、どういいましょうか、４００トンという数字を上

げさせてもらっておりますが、それこそ０００トンだとか０００トンに向けて努力

するということはこの場でも申し上げたいというふうに思っておりますが、計画の中の

審議会のほうで、また最終的には整理されるというふうに思っておりますが、その辺の、

本日の会議の内容等も含めて、審議会の中で整理をしていただきたいというふうに思っ

ております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） というように、私はいつも言うんですが、計画の中身は

一番重要です。あとは、計画に沿って実行するなんです。あとは、検証。一番大事なの

は、計画にどれぐらい時間かけて一生懸命やるか。そうすれば、あとの検証は楽なんで

すよ。分かりにくい数字にすると、計算がおかしかったとかね、計算式も入れとく。そ

れぐらいしとかないと、また担当が替わったときにどんな計算式やったんだということ

がありますので。

せっかくの機会なんで、このグリーンドリーム計画ということなんで、町長が言われ

てましたように、改定、改定をかけていただいて結構ですんで、よりいいものを、そし

て町民の皆さんに分かりやすく、そして、日南町がＣＯ２ 排出でこういう努力してるよ、
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皆さんと一緒に頑張ってＣＯ２ を削減しましょうというようなムードに持っていってい

ただきたいんですが、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、そのとおりだというふうに思っております。

やはりこういった町で、地形的なこと、あるいは環境的なこと、気候的なこと、様々

なところのやっぱり日南町でありますので、その特徴を、あるいは資源を最大限活用す

るような、そして、それが経済のほうに循環になるような形っていうのが望ましい姿だ

というふうに思っておりますので、町民の皆様あるいは議員の皆様も、御協力、御理解

をいただきながら、計画の推進に努めていきたいというふうに思います。どうぞよろし

くお願いします。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 以上をもちまして、私の質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

○議長（山本 芳昭君） 以上で大西保議員の一般質問を終わります。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） ここで執行部から発言を求められていますので、これを許しま

す。

出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 失礼します。先ほど補正予算のところで、お出かけタ

クシーチケットの交付状況について口頭で説明をさせていただきました点について、１

点修正をさせていただきたいと思います。

タクシーチケットの今年度の交付状況ですが、６３７人の方に対してということでは

ございますが、枚数のところが３万８５０枚、失礼いたしました。１人当たり５０枚

を交付しておりますので、修正させていただきます。利用状況につきましては、変わら

ず１万０２５枚ということで、現在の交付率に対しては４４％の使用率となっており

ます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 議会事務局長。

○事務局長（淺田 雅史君） それから、午前中、近藤議員の質問の中で、ナラ枯れの補

助金の要綱の提出をということでありましたので、議員、常任委員会からの資料請求と

いうところに入れさせてもらっております。名前としては松くい虫の防除事業になって

おりますけれども、これは同じ事業ですので、御参考にしてやってください。以上です。

（発言する者あり）

○議長（山本 芳昭君） いいですか。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。

お諮りします。本日はこれで散会にしたいと思いますが、これに御異議ございません
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か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉じ、

散会とすることに決定しました。

ついては、３月３日の本会議は別に通知をしませんので、定刻までに御参集いただき

ますようお願いします。お疲れさまでした。

午後３時２４分散会
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